
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象

三
　
　
好

正
　
　
巳

一
一
一三

資
本
主
義
的
蓄
積
と
貧
困

労
働
者
主
体

国
家
と
労
働
者
階
級

資
本
主
義
的
蓄
積
と
貧
困

　
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
、
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
貧
困
は
、
解
決
不
可
能
な
も
っ
と
も
基
本
的
な
杜
会
間
題
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
団
体
交
渉
制
度
と
杜
会
保
障
．
杜
会
福
祉
制
度
を
も
っ
て
し
て
も
、
た
だ
、
貧
困
が
露
呈
す
る
過
程
の
錯
綜
し
た
状
況
を
も
た

ら
す
だ
げ
で
、
貧
困
そ
の
も
の
の
解
決
に
た
い
し
て
は
、
直
接
的
功
能
は
も
ち
あ
わ
せ
な
い
。
し
か
し
、
団
体
交
渉
制
度
と
杜
会
保

障
．
杜
会
福
祉
制
度
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
杜
会
的
機
構
は
、
そ
の
機
構
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
杜
会
的
機
構
に
お
い
て
表
現

さ
れ
た
権
利
の
内
容
に
よ
っ
て
、
所
有
と
労
働
の
分
離
を
も
た
ら
す
杜
会
的
関
係
が
制
肘
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
貧
困
解
決
の
間
接
的

力
能
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
接
的
力
能
こ
そ
、
制
度
民
主
化
の
歴
史
的
意
義
を
揚
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
◎

　
と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
は
、
自
ら
の
仕
組
の
中
に
、
貧
困
を
生
み
続
け
る
条
件
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
失
業
こ
そ
は
何
に

も
ま
し
て
貧
困
を
も
た
ら
す
最
大
の
条
件
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
貧
困
は
、
そ
れ
以
前
の
杜
会
形
態
で
の
貧
困
と
は
遠
っ
て
＝
フ
ロ

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
六
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
六
七
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に
と
っ
て
・
階
級
全
体
と
し
て
は
生
存
が
保
障
さ
れ
て
は
い
て
も
、
個
々
人
と
し
て
は
た
ん
ら
生
存
の
保
証
が
な
い

と
い
う
こ
と
に
こ
そ
・
資
本
主
義
杜
会
の
貧
困
の
歴
史
的
内
容
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
市
民
杜
会
の
一
員
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い

る
プ
厚
レ
タ
リ
ア
に
し
て
も
・
個
々
人
の
生
存
権
を
主
張
し
、
こ
れ
を
法
認
さ
せ
る
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
が
自
ら
の
階
級
の
生
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

条
件
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
階
級
全
体
に
生
存
を
保
証
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
短
絡
し
て
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
た
い
。
プ
ロ

レ
タ
リ
ァ
個
々
人
の
生
存
権
と
し
て
法
認
さ
せ
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
全
体
と
し
て
の
生
存

の
保
証
が
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
に
と
っ
て
自
ら
の
階
級
の
生
存
条
件
で
あ
る
こ
と
が
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ

個
々
人
に
っ
い
て
の
生
存
の
保
証
は
、
っ
ね
に
団
結
権
の
法
認
を
媒
介
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
今
目
、
　
「
安
定
」

貯
労
資
関
係
の
危
機
に
際
し
て
、
団
結
権
と
市
民
的
権
利
と
の
問
の
乖
離
と
対
抗
が
生
ま
れ
も
す
る
遠
因
が
あ
る
。
他
方
で
、
プ
回

レ
タ
リ
ァ
個
々
人
の
生
存
の
保
証
が
、
団
結
権
を
媒
介
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
労
働
者
主
体
の
側
か
ら
す
れ
ぱ
、
全
面
的
解

放
の
論
理
言
っ
こ
と
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
婆
本
の
条
件
で
あ
る
が
、
「
賃
労
健
も
つ
ぱ
ら
労
働
者
相
互
の
競
争
に

も
と
づ
い
て
成
立
す
る
」
（
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
Ｈ
Ｆ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
共
産
党
宣
言
』
国
民
文
庫
版
、
四
三
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
労
働
者

相
互
の
競
争
」
の
克
服
た
し
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
個
々
人
の
生
存
の
保
証
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
・
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
が
い
や
お
う

な
し
に
そ
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
工
業
の
進
歩
は
、
競
争
に
よ
る
労
働
者
の
孤
立
の
か
わ
り
に
結
合
に
よ
る
彼
ら
の
革
命
的
団
結

を
っ
く
り
だ
す
一
一
同
上
・
四
三
頁
一
こ
と
に
よ
一
て
、
団
結
権
圭
存
権
と
の
連
関
は
労
働
者
に
と
一
て
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
階

級
と
し
て
存
在
す
る
根
拠
が
示
さ
れ
る
。
労
働
者
に
と
っ
て
の
、
こ
の
団
結
権
と
生
存
権
と
孟
関
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成

か
ら
す
れ
ぱ
・
経
済
関
係
に
お
げ
る
自
由
を
労
働
者
が
ど
れ
ほ
ど
享
受
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
享
受

し
う
る
自
由
に
お
け
る
制
約
こ
そ
・
労
働
者
に
お
け
る
私
人
と
公
人
と
の
分
裂
を
規
定
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
に
根
ざ
す
も



の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
で
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
団
結
権
と
生
存
権
と
の
連
関
は
、
私
人
と
公
人
の
分
裂

の
も
と
で
複
雑
な
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
日
の
、
団
結
権
と
市
民
的
権
利
と
の
乖
離
と
対
抗
も
、
過
程
の
こ
の

複
雑
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
乖
離
と
対
抗
と
の
克
服
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
、
そ
の
組
成
の
も
と
に
お
げ
る
一

定
の
変
化
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
Ｆ
．
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
を
奴
隷
と
対
比
す
る
な
か
で
、
　
「
個
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
は
、
い
わ
ぼ
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
除
紗
全
体

　
　
の
財
産
で
あ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
の
だ
れ
か
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
の
労
働
〔
力
〕
を
必
要
と
す
る
と
き
に
だ
け
労
働
□
力
〕
を
買
い
と
ら
れ

　
　
る
の
で
、
　
〔
個
々
人
と
し
て
は
〕
な
ん
ら
生
存
の
保
証
は
な
い
。
こ
の
生
存
は
、
た
だ
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
降
弥
全
体
に
保
証
さ
れ
て
い
る
だ

　
　
げ
で
あ
る
（
傍
点
は
、
原
典
、
以
後
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
同
じ
）
」
（
「
共
産
主
義
の
原
理
」
、
前
掲
『
共
産
党
宣
言
』
・
八
一
頁
）

　
　
と
い
う
。
奴
隷
に
し
ろ
、
農
奴
に
し
ろ
、
個
々
人
と
し
て
生
存
が
と
も
か
く
保
証
さ
れ
て
い
る
の
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
に
は
個
々
人
と
し

　
　
て
の
保
証
が
な
い
。
こ
の
点
に
、
資
本
主
義
の
貧
困
の
歴
史
的
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
　
大
河
内
一
男
氏
が
、
　
「
総
体
と
し
て
の
資
本
の
『
労
働
力
』
に
対
す
る
経
済
的
要
請
」
（
『
杜
会
政
策
（
総
論
）
』
１
新
訂
１
・
有
斐
閣
・

　
　
一
九
五
二
年
、
九
八
頁
）
に
も
と
づ
き
、
「
資
本
制
経
済
の
内
的
必
然
性
」
　
（
同
上
、
九
八
頁
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
も
・
「
資
本
制
産

　
　
業
の
存
立
に
と
っ
て
不
可
鉄
の
生
産
要
素
」
　
（
同
上
、
九
一
頁
）
と
い
う
だ
げ
で
は
、
個
々
人
と
し
て
の
生
存
の
保
証
が
な
い
と
い
う
プ

　
　
ロ
レ
タ
リ
ァ
の
存
在
の
特
質
は
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
河
内
氏
の
こ
の
理
解
が
、
せ
っ
か
く
近
代
国
家
の
「
市
民
的
秩

　
序
」
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
労
働
組
合
法
を
中
心
と
す
る
祉
会
政
策
の
諸
措
置
を
、
　
「
こ
の
段
階
で
の
生
産
要
素
た
る
『
労
働
力
』
の
杜

　
会
的
ｕ
文
化
的
要
求
を
み
た
し
、
か
く
し
て
そ
の
階
級
全
体
と
し
て
の
再
生
産
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
総
資
本
に
と
っ
て
の
政
策
」

　
　
（
同
上
、
九
八
頁
）
と
し
て
、
「
而
民
的
秩
序
」
の
も
と
に
は
め
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
に
も
と
づ
き

　
労
働
者
ま
体
の
側
に
お
こ
る
問
題
を
欠
落
さ
せ
、
ひ
い
て
は
、
杜
会
構
成
体
の
移
行
の
論
理
を
外
部
に
放
て
き
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

　
　
し
て
、
大
河
内
氏
は
、
生
存
権
と
団
結
権
と
の
連
関
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会
の
組
成
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
複
雑
な
過
程
と
そ
こ
で
の

　
権
利
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
に
お
け
る
「
近
代
性
」
と
し
て
し
か
把
握
し
五
な
く
す
る
。
す
な
わ
ち
、
労
資
関
係
の
比
較
史
的
検

　
討
に
よ
っ
て
「
近
代
性
」
の
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
以
上
に
は
作
業
は
進
行
し
え
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
領
域
は
、
第
二
次

　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
六
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
六
七
二
）

　
　
　
大
戦
中
ま
で
は
・
逆
に
低
抗
の
基
準
を
明
畠
し
う
る
か
に
早
久
る
が
、
そ
れ
が
実
は
低
抗
の
歴
史
的
基
準
と
は
書
え
な
か
つ
た
こ
と

　
　
　
　
は
・
戦
後
の
杜
会
政
策
論
争
の
初
発
に
お
い
て
批
判
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
で
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
個
々
人
の
生
存
が
保
証
さ
れ
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
に
は
、
も
う
こ

れ
以
上
杜
会
の
支
配
階
級
と
し
て
と
ど
ま
り
、
自
分
の
階
級
の
生
存
条
件
を
規
制
的
な
法
則
と
し
て
杜
会
器
制
す
る
能
力
が
な
く

な
一
た
一
一
前
掲
一
共
産
党
宣
言
一
・
四
一
一
貢
一
こ
と
と
、
「
杜
会
は
、
忠
や
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
も
と
で
は
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で

き
な
い
・
す
な
わ
ち
－
フ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
生
存
は
、
恵
や
杜
会
と
あ
い
い
れ
な
い
一
一
同
上
、
四
三
頁
一
よ
急
な
っ
た
こ
と
を

表
白
す
る
も
の
で
あ
る
・
っ
ま
り
、
生
存
の
保
証
と
い
う
観
点
は
、
貧
困
が
、
所
有
と
労
働
の
分
離
を
走
ら
し
固
定
す
る
と
こ
ろ

の
杜
会
的
関
係
に
発
す
る
こ
と
を
暴
露
す
る
上
で
必
要
た
観
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
・
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
貧
困
は
、
「
市
民
杜
会
」
（
暮
長
¢
き
争
彗
○
霧
Ｏ
豪
Ｏ
｝
良
、
）
を
前
提
し
、
そ
こ
で
成
立
す
る
資
本

を
資
本
と
し
て
定
在
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
貧
困
の
問
題
は
経
済
学
の
領
讐
移

る
こ
と
に
た
る
が
、
こ
の
領
域
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
所
有
と
労
働
の
分
離
が
外
観
的
に
は
両
者
の
同

一
性
か
ら
出
発
し
た
法
則
の
帰
結
と
な
る
と
い
含
一
と
で
あ
っ
て
、
「
生
き
た
労
働
と
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
の
交
換
、
す
な
わ
ち

杜
会
的
労
働
を
資
本
と
賃
労
働
の
対
立
と
い
う
形
態
で
措
定
す
る
こ
と
」
（
Ｋ
．
マ
ル
ク
ス
、
高
木
幸
二
郎
監
訳
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
皿
、

大
月
書
店
・
一
九
六
一
年
・
六
五
三
頁
）
は
・
や
が
て
資
本
主
義
生
産
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
価
値
関
係
と
価
値
に
立
脚
す
る
生
産
過

程
に
淳
る
「
窮
迫
性
と
対
抗
性
一
一
同
上
、
六
五
四
頁
一
を
露
呈
さ
芸
形
で
の
直
接
的
物
質
的
生
産
過
程
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
生
産
過
程
の
「
窮
迫
性
と
対
抗
性
」
に
た
い
し
て
主
張
さ
れ
る
労
働
者
の
生
存
の

保
証
の
要
求
は
・
そ
れ
が
所
有
と
労
働
の
分
離
の
止
揚
と
い
う
内
容
を
も
っ
も
の
で
あ
る
以
上
、
私
的
所
有
の
廃
棄
の
主
張
に
ほ
か



な
ら
た
い
。
ま
た
、
貧
困
の
消
滅
が
私
的
所
有
の
廃
棄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
源
的
所
有
の
派
生
的
所
有
へ
の
転
回
を
、
し
た

が
っ
て
価
値
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
労
働
の
も
と
に
１
お
げ
る
矛
盾
（
１
－
価
値
法
則
）
を
、
そ
の
発
展
に
お
い
て
と
ら
え
る
た
め
に
、
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

働
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
し
て
生
存
の
保
証
、
そ
の
法
認
と
し
て
の
生
存
権
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
個
々
人
の

生
存
の
保
証
は
、
労
働
を
媒
介
に
す
る
か
ぎ
り
で
は
労
働
の
権
利
と
き
に
労
働
の
義
務
と
し
て
法
認
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
ブ
ル
ジ

ヨ
ァ
杜
会
の
貧
困
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
ば
か
り
か
、
農
民
や
中
小
零
細
業
者
な
ど
を
広
範
に
ー
ま
き
込
む
こ
と
か
ら
、
貧
困
の
原
因

は
怠
堕
な
ど
個
人
的
事
由
で
片
づ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
存
の
保
証
は
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
論
理
か
ら
は
生
じ
よ
う
が
な
く
、

天
界
の
論
理
か
ら
の
み
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
資
本
の
生
産
過
程
に
お
げ
る
「
窮
迫
性
と
対
抗
性
」
は
、
団
結
権
を
媒
介

に
し
て
生
存
権
の
論
理
を
表
白
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
は
、
生
存
権
が
団
結
権
を
媒
介
に
せ
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
の
も
と
で
、
一
定
の
杜
会
的
条
件
の
も
と
で
、
「
労
働
者
の
市
民
的
自
由
と
労
働
基
本
権
と
の
関
連
」
（
片
岡
昇
「
労

働
基
本
権
と
市
民
的
白
由
　
　
総
論
的
考
察
　
　
」
目
本
労
働
法
学
会
誌
四
七
号
、
『
労
働
基
本
権
と
市
民
的
自
由
』
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

年
、
二
一
二
頁
）
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
（
３
）
境
行
憲
法
の
も
と
で
は
、
伝
統
的
な
基
本
権
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
一
連
の
自
由
権
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
独
自
の
新
た
な
基
本
権

　
　
　
　
概
念
と
し
て
の
生
存
権
（
二
五
条
）
、
お
よ
び
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
教
育
を
受
げ
る
権
利
（
二
六
条
）
、
労
働
基
本
権
（
二
七
条
二
一
八
条
）

　
　
　
　
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
法
制
上
の
根
拠
に
１
よ
っ
て
、
労
働
基
本
権
を
市
民
的
自
由
と
対
置
す
る
理
解
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う

　
　
　
　
（
前
掲
、
片
岡
「
労
働
基
本
権
と
市
民
的
自
由
　
　
総
論
的
考
察
　
　
」
、
六
頁
）
。

　
　
（
４
）
片
岡
昇
氏
は
、
労
働
基
本
権
は
市
民
的
自
由
と
性
質
を
異
に
す
る
権
利
と
し
な
が
ら
も
、
両
者
は
全
面
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
で

　
　
　
　
は
な
く
、
主
と
し
て
労
働
基
本
権
と
財
産
的
自
由
と
が
対
立
的
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
『
労
働
法
の
基
礎
理
論
』
日
本
評
論
杜
、
一
九

　
　
　
　
七
四
年
、
第
三
章
第
一
節
参
照
）
。
こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
労
働
基
本
権
と
市
民
的
自
由
と
の
相
関
的
発
展
に
つ
れ
て
、
「
財
産
的
自
由
を

　
　
　
　
中
核
と
し
た
市
民
的
自
由
秩
序
の
内
部
構
造
に
重
大
な
変
化
が
生
ず
る
」
　
（
前
掲
、
片
岡
「
労
働
基
本
権
と
市
民
的
自
由
　
　
総
論
的
考

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
六
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
六
七
四
）

　
　
　
　
察
　
　
」
、
二
六
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
杜
会
構
成
体
の
移
行
の
論
理
を
予
想
さ
せ
る
点
で
は
重
要
な
内
容
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
る
。
し
か
し
・
　
「
市
民
的
自
由
秩
序
の
内
部
構
造
」
の
変
化
の
現
実
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
に
っ
い
て

　
　
　
　
厳
密
な
論
理
を
組
み
た
て
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
労
働
基
本
権
と
財
産
的
自
由
と
の
「
対
立
的
関
係
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
関
係

　
　
　
　
成
立
の
過
程
を
説
き
き
ら
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
貧
困
は
、
現
代
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
そ
の
独
自
の
杜
会
的
機
構
に
観
定
さ
れ
た
形
態
で
顕
在
的

に
、
と
き
に
は
潜
在
的
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
資
本
主
義
の
国
家
独
占
的
諾
装
置
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
機
構
の
も
と
で
、

労
働
者
階
級
の
状
態
に
っ
い
て
、
た
と
え
ぱ
、
消
費
の
強
制
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
、
不
安
定
雇
用
の
も
と
で
多
就
業
家
族
化
さ
れ
た

な
か
で
の
生
活
構
造
に
お
い
て
、
大
都
市
、
住
居
、
不
衛
生
な
ど
肉
体
的
状
態
に
影
響
す
る
要
因
お
よ
び
教
育
、
労
働
強
制
な
ど
知

的
・
道
徳
的
状
態
に
た
い
す
る
影
響
要
因
は
、
屈
折
し
た
形
態
を
と
り
な
が
ら
も
、
な
お
、
基
本
的
に
は
貫
徹
し
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
富
の
蓄
積
の
対
極
で
、
　
「
貧
困
、
労
働
苦
、
奴
隷
状
態
、
無
知
、
粗
暴
、
道
徳
的
堕
落
」
（
Ｋ
．
マ
ル
ク

ス
『
資
本
論
』
岩
波
文
庫
、
第
四
分
冊
、
一
四
九
頁
）
の
蓄
積
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
物
的
窮
迫
と
し
て
の
貧
困
は
、
労
働
苦
、
奴
隷

状
態
、
無
知
、
粗
暴
、
道
徳
的
堕
落
た
ど
の
諸
結
果
を
伴
な
っ
て
進
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
貧
困
そ
れ
自
体
と
し

て
は
、
食
生
活
に
つ
い
て
は
栄
養
摂
取
状
況
が
、
住
宅
に
つ
い
て
は
そ
の
環
境
状
況
が
指
標
と
さ
れ
て
い
る
。
物
質
的
窮
迫
に
お
げ

る
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
現
代
資
本
主
義
に
お
げ
る
食
生
活
、
住
生
活
の
、
貧
困
な
状
態
を
曲
折
し
た
も
と
で
暴
露
す
る
こ
と
に
な
お

有
効
で
あ
ろ
う
。
貧
困
は
、
国
家
独
占
的
規
制
の
諸
装
置
と
そ
れ
が
形
成
す
る
制
度
的
機
構
の
も
と
で
は
、
こ
の
杜
会
的
機
構
が
独

占
利
潤
を
希
求
す
る
本
性
か
ら
し
て
、
貧
困
の
阻
止
の
手
が
か
り
を
あ
た
え
た
が
ら
、
た
お
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
の
脆
弱
さ
を
も

た
ざ
る
を
え
た
い
と
こ
ろ
に
、
貧
困
の
今
日
的
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
こ
れ
ら
諸
装
置
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

体
の
破
綻
と
そ
れ
と
深
く
か
か
わ
っ
て
進
行
す
る
杜
会
的
危
機
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
貧
困
は
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て



く
る
。

　
　
（
５
）
　
過
剰
蓄
積
と
国
家
資
本
の
減
価
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
で
重
要
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
（
ソ
連
邦
科
学
ア
カ
デ
、
、
、
１
、
世
界
経
済
．

　
　
　
　
国
際
関
係
研
究
所
編
、
国
際
関
係
研
究
所
訳
『
現
代
独
占
資
本
主
義
の
政
治
経
済
学
』
上
巻
、
協
同
産
業
出
版
、
一
九
七
二
年
、
第
三
篇

　
　
　
　
第
一
七
章
、
フ
ラ
ソ
ス
共
産
党
中
央
委
貝
会
・
『
エ
コ
ノ
ミ
・
エ
・
ポ
リ
テ
イ
ク
』
誌
、
大
島
雄
一
他
訳
『
国
家
独
占
資
本
主
義
』
上
巻
、

　
　
　
　
新
目
本
出
版
杜
、
一
九
七
四
年
、
第
一
章
第
一
篇
な
ど
）
。
と
く
に
、
資
本
の
過
剰
蓄
積
が
長
期
に
わ
た
っ
て
国
家
独
占
資
本
主
義
の
枠

　
　
　
　
内
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
危
機
の
今
目
的
特
殊
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
（
Ｐ
．
ボ
ツ
カ
ラ
「
国
家
独
占
資
本

　
　
　
　
主
義
の
危
機
に
つ
い
て
」
金
田
重
喜
編
訳
『
フ
ラ
ソ
ス
経
済
と
共
同
政
府
綱
領
』
大
月
書
店
、
一
九
七
四
年
、
所
収
）
。

　
こ
こ
で
、
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
こ
と
は
、
団
結
権
を
媒
介
に
し
て
労
働
者
個
々
人
の
生
存
の
保
証
を
説
く
こ
と

は
、
生
存
権
を
労
働
権
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
ね
ぱ
た
ら
な
い
と
い
う
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
歴
史
的
性
格
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
（
６
）

「
法
曹
杜
会
主
義
」
（
旨
み
け
彗
－
ｃ
・
ｏ
き
豪
冒
易
）
と
は
無
縁
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
生
産
に
お
げ

る
労
働
の
領
有
法
則
の
転
回
つ
ま
り
所
有
と
労
働
の
分
離
、
そ
の
も
と
で
の
「
非
資
本
そ
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
労
働
」
　
（
前

掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
１
、
一
九
五
九
年
、
二
一
五
頁
）
に
お
け
る
貧
困
と
し
て
こ
そ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
の
生
存
が
階
級
と
し
て
は
保
証

さ
れ
て
も
個
々
人
と
し
て
は
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
歴
史
的
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。
し
か
も
、
こ
の
貧
困
が
歴
史
的
な
も
の

と
し
て
克
服
さ
れ
る
論
理
は
、
同
時
に
「
非
資
本
そ
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
労
働
」
の
規
定
の
内
に
・
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
ろ
で
、
「
非
資
本
そ
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
労
働
」
は
、
「
否
定
的
に
把
握
さ
れ
た
非
対
象
化
労
働
」
と
「
肯
定
的
に
把
握
さ

れ
た
か
朴
粂
心
か
駄
」
（
同
上
、
二
一
五
頁
）
と
の
二
重
性
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
厳
密
な
規
定
性
を
あ
た
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
定
性
に
お
い
て
、
　
「
否
定
的
に
把
握
さ
れ
た
非
対
象
化
労
働
」
１
－
「
あ
ら
ゆ
る
労
働
手
段
を
労
働
対
象
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
全
客
体
性
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
労
働
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
客
体
性
を
欠
い
た
純
粋
に
主
体
的
た
労
働
」
と
し
て
「
絶
対
的
貧
困
」
と

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
六
七
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
四
二
（
六
七
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
の
労
働
。
あ
る
い
は
ま
た
、
　
「
存
在
し
て
い
る
唯
一
の
非
価
値
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
媒
介
た
し
に
存
在
す
る
純
粋
に
対

象
的
な
使
用
価
値
と
し
て
、
こ
の
対
象
性
は
、
人
間
か
ら
切
り
は
た
さ
れ
て
い
な
い
対
象
性
…
…
そ
の
対
象
性
は
純
粋
に
直
接
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
ま
た
直
接
的
に
非
対
象
性
次
の
で
あ
る
」
。
　
「
肯
定
的
に
把
握
さ
れ
た
非
対
象
化
労
働
」
１
１
「
非
価
値
、

す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
に
関
係
づ
け
る
否
定
性
、
そ
れ
は
非
対
象
化
臥
、
し
た
が
っ
て
非
対
象
的
な
、
す
恋
わ
ち
主
体
的
た
、
労
働
の

存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
の
で
は
た
く
、
活
動
と
し
て
の
、
そ
れ
自
体
価
値
と
し
て
の
で
は
汰
く
、
価
値
の
生
き
た
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

泉
と
し
て
の
労
働
」
、
　
「
一
般
的
可
能
性
と
し
て
の
、
一
般
的
富
」
。
労
働
が
資
本
の
対
立
物
と
し
て
、
資
本
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
る

と
と
も
に
、
他
方
で
資
本
を
前
提
と
す
る
労
働
は
、
労
働
の
こ
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て
、
　
「
一
方
で
は
朴
象
ピ
レ
ズ
小
給
外
弥
脊
風

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
り
、
他
方
で
は
主
体
と
し
て
、
活
動
と
し
て
の
富
の
一
般
的
可
能
性
」
と
い
う
労
働
の
二
重
性
が
で
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
で
と
ら
え
た
労
働
は
、
　
「
資
本
と
し
て
措
定
さ
れ
た
貨
幣
」
に
対
立
す
る
「
唯
一
の
使
用
価
値
」
と
し
て
「
労
働
そ
の
も
の
の
抽

　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

象
的
労
働
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
た
労
働
は
、
資
本
と
の
交
換
に
お
い
て
、
そ
の
交
換
関
係
の
も
と
で
所
有
と
労
働
の

分
離
を
結
果
す
る
。
労
働
の
か
の
二
重
性
は
、
資
本
と
労
働
（
力
）
と
の
交
換
関
係
に
お
い
て
、
所
有
。
と
労
働
と
の
分
離
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
貧
困
を
、
資
本
と
労
働
（
力
）
の
こ
の
よ
う
な
交
換
関
係
の
内
に
と
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ

ん
、
貧
困
は
所
有
と
労
働
の
分
離
と
い
う
抽
象
的
段
階
で
は
た
く
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
資
本
蓄
積
に
よ
っ
て
階
級
関
係
が
再
生
産

さ
れ
る
過
程
で
労
働
者
の
物
的
窮
迫
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
ゆ
え
、
労
働
権
は
労
働
の
二
重
性
と
い
う
歴
史
的
規
定
性
に
も
と
づ
き
、

そ
の
展
開
に
よ
っ
て
物
的
窮
迫
を
克
服
す
べ
く
所
有
権
に
対
抗
し
修
正
を
せ
ま
る
も
の
と
し
て
、
生
存
権
の
具
体
的
内
容
と
な
り
う

る
。
し
か
し
た
お
、
労
働
権
が
国
家
法
に
た
い
す
る
権
利
と
し
て
確
定
（
１
１
法
認
）
さ
れ
る
過
程
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
組
成
に

か
か
わ
っ
て
政
治
過
程
と
し
て
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
労
動
権
は
自
ら
を
関
与
す



る
法
・
制
度
に
対
抗
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
表
現
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
労
働
権
と
生
存
権
と
は
、
政
治
遇
程
に
お
い
て
具
体
的
な
法
．

制
度
の
構
造
と
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
相
互
の
関
係
を
表
白
す
る
こ
と
に
，
な
る
。
た
と
え
ぱ
、
労
資
関
係
制
度
に
お
け
る
労
働
基
本
権
、

杜
会
保
降
制
度
に
お
け
る
生
存
権
の
主
張
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
（
６
）
　
Ａ
．
メ
ソ
ガ
ー
の
『
労
働
全
収
権
史
論
』
（
キ
く
彗
ｏ
ｑ
胃
二
Ｕ
蕩
射
８
ま
彗
｛
ま
目
く
◎
Ｈ
Ｈ
彗
ト
｝
ｏ
茅
胃
ｑ
、
・
ｑ
－
目
０
Ｑ
。
。
。
巨
争
巨
。
｝
、
Ｈ

　
　
　
　
一
Ｕ
ｐ
易
至
巨
晶
一
〇
〇
巨
冨
～
Ｈ
け
Ｈ
ｏ
・
。
・
ｏ
．
）
の
「
法
曹
杜
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
ー
ー
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
反
批
判
「
法
曹
杜
会
主

　
　
　
　
義
」
が
（
『
ノ
イ
ェ
・
ツ
ァ
イ
ト
』
一
八
八
七
年
第
二
号
所
載
）
が
あ
る
。
　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
ｕ
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
こ
の
論
稿
の
中
で
、
マ
ル

　
　
　
　
ク
ス
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
革
命
的
要
求
を
要
約
し
た
最
初
の
ま
ず
い
定
式
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
　
「
労
働
権
は
暫
定
要
求

　
　
　
　
に
す
ぎ
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
（
『
マ
ル
・
エ
ソ
選
集
』
第
一
七
巻
、
大
月
書
店
、
三
一
九
頁
）
。
労
働
権
が
「
暫
定
要
求
」
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
い
の
は
・
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
け
る
労
働
の
歴
史
的
規
定
に
対
抗
し
そ
の
修
正
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会

　
　
　
　
の
組
成
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
労
働
権
が
法
認
さ
れ
る
政
治
過
程
は
、
資
本
主
義
的
所
有
の
、
し
た
が
っ
て
私
的
所
有
の
廃
棄
に
た
い
し

　
　
　
　
て
は
常
に
問
接
的
表
現
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
　
（
７
）
　
前
掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
皿
、
二
一
四
頁
以
降
、
皿
．
資
本
に
か
ん
す
る
章
（
ノ
ー
ト
皿
－
第
一
編
　
　
資
本
の
生
産
過
程
〔
領
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
法
則
の
転
回
〕
の
項
参
照
。

　
領
有
法
則
の
弁
証
法
的
展
開
は
、
資
本
概
念
の
完
成
に
お
い
て
終
結
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
概
念
を
三
っ
の
契
機
で
と
ら
え

た
。
そ
の
「
路
、
小
梨
齢
は
、
流
通
に
由
来
し
、
ま
た
流
通
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
、
価
値
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
は
資
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

単
絡
か
絡
念
、
す
な
わ
ち
直
接
に
ー
資
本
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
っ
づ
け
て
い
る
貨
幣
」
、
「
第
二
の
契
機
は
、
生
産
の
前
提
で
あ
る
と

と
も
に
そ
の
結
果
で
も
あ
る
資
本
か
ら
出
発
し
た
」
、
　
「
弊
一
ゴ
か
勢
齢
は
、
資
本
を
流
通
と
生
産
と
の
一
定
の
統
一
と
し
て
措
定
す

る
」
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
皿
、
二
四
〇
頁
）
。
こ
の
最
後
の
契
機
に
ま
で
い
た
っ
て
、
領
有
法
則
の
展

開
は
終
結
し
、
所
有
と
労
働
は
分
離
し
、
「
い
ま
や
そ
れ
ら
の
も
の
の
同
一
性
か
ら
出
発
し
た
法
則
の
帰
結
と
し
て
現
わ
れ
る
」
（
同

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
（
六
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
（
六
七
八
）

上
、
三
九
二
頁
）
も
の
と
し
て
の
論
証
も
終
結
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
全
面
的
論
証
を
展
開
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
、

全
面
的
展
開
を
な
そ
う
と
す
れ
ぼ
、
　
『
資
本
論
』
の
全
展
開
に
即
し
て
価
値
法
則
の
貫
徹
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ま
、
論

証
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
商
品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
主
義
的
取
得
法
則
へ
の
転
回
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
の
蓄
積

過
程
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
当
面
の
課
題
と
す
れ
ぼ
足
り
る
。
そ
し
て
、
資
本
の
蓄
積
過
程
の
分
析
に
よ
っ
て
、
資
本
家
と
労
働
者

の
あ
い
だ
の
交
換
が
、
実
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
資
本
家
が
た
え
ず
等
価
な
し
に
取
得
す
る
す
で
に
対
象
化
さ
れ
た
他
人
の
労
働

の
一
部
を
、
く
り
か
え
し
そ
れ
よ
り
も
多
く
の
生
き
た
他
人
労
働
と
取
り
か
え
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
も
、
こ
の

よ
う
た
内
容
を
も
っ
た
関
係
を
、
不
断
の
更
新
の
な
か
で
と
ら
え
、
各
杜
会
階
級
の
あ
い
だ
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
で
、

商
品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
主
義
的
取
得
法
則
へ
の
転
回
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
資
本
の
蓄
積
過
程
が
各
杜
会
階
級
の

あ
い
だ
の
関
係
を
再
生
産
す
る
と
き
、
階
級
と
し
て
生
存
を
保
障
さ
れ
る
労
働
者
が
個
々
人
と
し
て
生
存
を
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
「
敵
対
的
性
格
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
四
分
冊
、
一
四
九
頁
）
の
内
に
示
さ
れ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会

の
貧
困
が
資
本
主
義
的
蓄
積
過
程
の
間
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
内
容
は
、
ま
さ
に
以
上
の
こ
と
の
中
に
あ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
貧
困
を
、
資
本
の
蓄
積
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
は
、
以
上
の
意
味
に
か
ぎ
る
も
の
で
も
な
い
。
も
う
一

つ
の
意
味
は
、
資
本
の
蓄
積
過
程
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
超
克
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

資
本
主
義
的
所
有
が
完
成
す
れ
ば
、
　
「
労
働
の
更
に
そ
れ
以
上
の
杜
会
化
、
及
び
土
地
そ
の
他
の
生
産
手
段
の
、
杜
会
的
に
利
用
さ

れ
る
、
し
た
が
っ
て
共
同
的
な
生
産
手
段
へ
の
更
に
そ
れ
以
上
の
転
化
、
し
た
が
っ
て
私
有
者
の
更
に
そ
れ
以
上
の
収
奪
は
、
一
つ

の
新
た
た
移
態
を
と
る
」
（
同
上
、
三
四
八
頁
）
。
諾
資
本
の
集
中
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
の
収
奪
こ
そ
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
「
敵
対

的
性
格
」
に
と
っ
て
、
プ
艀
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
増
大
と
そ
の
組
織
化
を
進
め
、
貧
困
を
克
服
す
る
主
体
を
形
成
し
成
熟
さ
せ
る
。
も

●



ち
ろ
ん
、
資
本
主
義
的
外
被
を
破
り
、
資
本
主
義
的
私
有
を
終
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
貧
困
は
最
終
的

に
解
決
す
る
わ
け
だ
が
、
労
働
者
階
級
の
主
体
的
彩
成
と
成
熟
と
は
、
資
本
の
蓄
積
過
程
に
お
い
て
現
わ
れ
る
貧
困
そ
の
も
の
に
た

い
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
組
成
が
規
定
す
る
主
体
の
在
り
様
と
か
か
わ
っ
て
こ
れ
に
反
作
用
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
貧
困
へ

の
こ
の
反
作
用
の
具
体
的
過
程
に
お
い
て
、
労
働
権
は
個
々
の
権
利
の
制
度
的
構
成
物
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
団
結
保
障
、
労
働
基

準
保
障
、
雇
用
保
障
、
杜
会
保
障
（
１
１
生
活
保
障
）
な
ど
で
あ
る
。
労
働
権
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
ヵ
の
権
利
と
し
て
法
認
さ
れ
、

ま
た
さ
れ
う
る
ぼ
あ
い
、
商
品
生
産
の
所
有
法
則
が
基
準
と
な
る
。
他
方
、
個
々
の
権
利
は
、
　
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
絶
対
的
一
般

的
法
則
」
の
展
開
に
か
か
わ
っ
て
、
制
度
的
構
築
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
団
結
権
と
か
生
存
権
と
か
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
　
「
資
本
の
蓄
積
が
一
方
で
は
労
働
に
対
す
る
需
要
を
増
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
方
で
は
労
働
者
の
『
遊
離
化
」
に
よ
っ

て
そ
の
供
給
を
増
す
の
で
あ
り
、
同
時
に
ー
失
業
者
の
圧
力
は
就
業
者
に
ヨ
リ
多
く
の
労
働
の
流
動
化
を
強
制
し
、
し
た
が
っ
て
、
あ

る
程
度
ま
で
労
働
の
供
給
を
労
働
者
の
供
給
か
ら
独
立
さ
せ
る
。
こ
の
基
礎
の
上
に
お
け
る
労
働
の
需
要
供
給
の
法
則
の
運
動
は
、

資
本
の
専
制
を
完
成
す
る
」
（
同
上
、
一
四
〇
１
一
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
１
、
や
が
て
労
働
者
は
「
就
業
者
と
失
業
者
と
の
計
画
的
協
力
を

組
織
し
て
、
か
の
資
本
主
義
的
生
産
の
自
然
法
則
が
彼
ら
の
階
級
に
与
え
る
破
壊
的
な
諸
結
果
を
破
砕
す
る
か
弱
め
る
か
し
よ
う
と

す
る
」
　
（
同
上
、
一
四
一
頁
）
。
労
働
者
階
級
が
、
労
働
権
を
こ
の
よ
う
な
形
態
で
主
張
す
る
と
き
、
資
本
の
側
は
、
　
「
『
永
遠
」
に

し
て
い
わ
ば
『
神
聖
』
な
需
要
供
給
法
則
」
の
侵
害
を
指
弾
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
権
の
法
認
は
、
資
本
の
側
か
ら
す
れ
ぼ
賃

金
・
労
働
条
件
と
雇
用
・
失
業
と
の
分
離
を
維
持
す
る
制
度
の
も
と
で
の
み
法
認
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
労
働
権
は
そ

の
法
・
制
度
に
対
抗
し
照
応
す
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
近
代
法
の
成
立
と
と
も
に
。
、
そ
の
法
的
構
造

が
労
働
権
の
在
り
様
に
つ
い
て
も
揚
定
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
（
六
七
九
）
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四
六
（
六
八
○
）

二
　
労
働
者
主
体

　
労
働
者
主
体
の
成
立
は
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
一
成
員
た
る
こ
と
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
　
「
一
個
の
人
問
と
し
て
、
市
民
杜
会
の

一
員
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
」
（
前
掲
「
共
産
主
義
の
原
理
」
、
八
一
頁
）
と
こ
ろ
に
、
奴
隷
や
農
奴
と
区
別
さ
れ
た
プ
回
レ
タ
リ

ア
と
し
て
の
主
体
性
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
一
成
員
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
の
主
体
性
は
、
仮
象
と
し
て
の
交
換
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
か

ぎ
り
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
げ
る
ブ
厚
レ
タ
リ
ァ
の
主
体
を
と
り
あ
げ
る
に
は
、
資
本
主
義
的

所
有
が
完
成
し
た
後
の
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
、
す
な
わ
ち
賃
労
働
の
も
と
に
あ
る
労
働
者
を
対
象
と
し
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。

資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
の
も
と
で
、
賃
労
働
は
「
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
相
互
の
競
争
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
」
（
前
掲
『
共
産
党
宣

言
』
、
四
三
頁
）
が
ゆ
え
に
、
階
級
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
に
，
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
個
々
人
に
対
し
て
は
生
存
が
保
障
さ
れ
た
い
。
ま
さ
に

そ
の
よ
う
た
主
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
の
も
と
で
、
労
働
者
主
体
の
成
熟
は
、
　
「
非
資
本
そ
の
も
の
と

し
て
措
定
さ
れ
た
労
働
」
の
内
容
に
規
定
さ
れ
、
こ
の
労
働
の
二
重
性
の
規
定
か
ら
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
Ｌ
、
労
働
者

主
体
は
、
資
本
の
蓄
積
過
程
に
お
い
て
資
本
の
専
制
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
、
組
織
さ
れ
た
階
級
と
し
て
の
み

成
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
プ
厚
レ
タ
リ
ア
個
々
人
と
し
て
は
、
「
相
互
の
競
争
」
下
に
お
か
れ
た
が
ら
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
が
い

や
お
う
た
し
に
そ
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
工
業
の
進
歩
は
、
競
争
に
よ
る
労
働
者
の
孤
立
の
か
わ
り
に
結
合
に
よ
る
彼
ら
の
革
命

的
団
結
を
っ
く
り
だ
す
」
（
前
掲
『
共
産
党
宣
言
』
、
四
三
頁
）
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
程
は
平
坦
な
過
程
で
は
た
い
。
資
本

主
義
的
蓄
積
に
お
い
て
進
行
す
る
大
資
本
家
の
数
の
不
断
の
減
少
と
と
も
に
、
　
「
窮
乏
、
抑
圧
、
隷
鼠
、
堕
落
、
搾
取
の
度
が
増
大



す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
絶
え
ず
膨
張
し
っ
っ
、
資
本
主
義
的
生
産
過
程
そ
の
も
の
の
機
構
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
組
織
さ
れ
る
労

働
者
階
級
の
反
抗
も
増
大
す
る
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
四
分
冊
、
三
四
九
頁
）
過
程
と
し
て
現
わ
れ
る
。
　
し
か
し
、
現
実
の
過
程
は
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会
の
組
成
と
か
か
わ
っ
て
、
錯
綜
し
た
過
程
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
労
働
者
主
体
は
、
「
市
民
杜
会
」
が

ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
個
々
人
と
し
て
の
主
体
は
、
仮
象
の
世
界
（
１
１
流
通
過
程
）
は
別
と
し
て
、
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

級
と
し
て
の
み
成
立
し
成
熟
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
１
）
　
「
市
民
杜
会
」
で
は
、
個
々
人
は
、
　
「
一
定
の
か
ぎ
ら
れ
た
人
間
集
団
の
一
員
に
し
て
い
た
自
然
の
紐
帯
そ
の
他
か
ら
解
放
さ
れ
て
現

　
　
　
　
わ
れ
る
」
（
前
掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
１
、
一
九
五
八
年
、
五
頁
）
。
　
「
市
民
杜
会
」
で
は
じ
め
て
、
「
種
々
の
形
態
の
杜
会
的
連
繋
は
・

　
　
　
　
個
人
の
私
的
目
的
の
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
と
し
て
、
外
的
必
然
と
し
て
、
個
々
人
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
立

　
　
　
　
場
、
個
別
化
さ
れ
た
個
々
人
の
立
場
を
生
み
だ
す
時
代
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
の
う
ち
で
も
っ
と
も
発
展
し
た
杜
会
的
な
（
こ
の
立
場

　
　
　
　
か
ら
み
て
一
般
的
な
）
諸
関
係
の
時
代
な
の
で
あ
る
」
（
同
上
、
六
頁
）
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
と
は
、
『
共
産
党
宣
言
』
の
一
八
八
八
年
英
語
版
へ
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
自
分
の
労

働
力
を
売
る
ほ
か
な
い
、
近
代
賃
金
労
働
者
の
階
級
」
（
前
掲
『
共
産
党
宣
言
』
、
二
六
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
レ
タ

リ
ァ
ー
ト
も
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
一
成
員
と
し
て
み
た
主
体
性
は
、
た
だ
成
人
男
子
労
働
者
に
た
い
し
て
の
み
し
か
あ
た
え
ら
れ
て

い
な
い
。
た
ぜ
な
ら
、
機
械
と
大
工
業
の
発
展
の
結
果
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
に
と
っ
て
い
っ
さ
い
の
家
族
の
き
ず
た
は
断
ち
切
ら
れ
、

そ
の
妻
子
が
た
ん
な
る
商
品
や
労
働
用
具
に
化
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
妻
子
の
労
働
力
の
売
買
は
、
　
「
全
取
引
そ
の
も
の
が
自
由
な
人

と
人
と
の
あ
い
だ
の
契
約
と
い
う
外
観
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
三
分
冊
、
一
四
九
頁
）
を
す
ら
失
っ
て
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
に
と
っ

て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
妻
子
を
売
る
」
（
同
上
、
一
四
八
頁
）
こ
と
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
自
身
に
よ
っ

て
、
妻
子
が
売
ら
れ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
労
働
者
の
妻
子
は
、
労
働
者
主
体
と
し
て
は
未
成
立
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
く

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
六
八
一
）
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な
く
と
も
、
労
働
者
主
体
の
成
立
が
、
「
市
民
杜
会
」
に
お
げ
る
基
準
に
し
た
が
え
ば
、
「
資
本
関
係
の
形
式
的
媒
介
、
す
な
わ
ち
労

働
者
と
資
本
家
と
の
あ
い
だ
の
契
約
」
、
「
商
品
交
換
の
基
礎
の
上
で
は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
が
自
由
た
人
と
し
て
、
独
立
の
商
品

所
有
者
と
し
て
、
一
方
は
貨
幣
及
び
生
産
手
段
の
、
他
方
は
労
働
カ
の
所
有
者
と
し
て
相
対
す
る
」
（
同
上
、
一
四
七
頁
）
と
い
う
外

観
が
必
要
だ
と
確
認
す
れ
ば
、
こ
の
外
観
に
も
と
づ
く
労
働
者
の
「
妻
子
を
売
る
」
と
い
う
姿
態
は
や
が
て
機
械
と
大
工
業
の
出
現

と
と
も
に
崩
れ
さ
る
歴
史
的
必
然
を
も
っ
て
い
る
。
機
械
と
大
工
業
の
出
現
に
ー
よ
っ
て
普
及
す
る
幼
年
労
働
と
掃
人
労
働
に
た
い
す

る
法
的
規
艀
・
古
い
家
族
制
度
と
と
乏
古
い
家
族
関
係
の
崩
髪
苫
ら
ず
に
簑
か
き
。
す
套
ち
、
「
工
場
法
が
工
場
、

工
號
｛
工
寮
等
に
お
げ
る
労
働
を
規
制
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
観
制
は
当
初
は
た
だ
資
本
の
搾
取
権
に
対
す
る
干
渉
と
し
て
現
わ
れ

る
に
過
ぎ
た
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
い
わ
ゆ
る
家
内
労
働
の
観
制
は
、
す
べ
て
直
ち
に
父
権
、
す
な
わ
ち
近
代
的
に
解
釈
す
れ
ば
親

権
に
対
す
る
直
接
の
侵
害
と
し
て
現
わ
れ
る
」
（
同
上
、
三
〇
六
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
大
工
業
に
よ
っ
て
古
い
家
族
制
度
と

そ
れ
に
対
応
す
る
家
族
労
働
と
の
経
済
的
基
礎
を
崩
壊
さ
せ
、
同
時
に
、
古
い
家
族
関
係
も
崩
壊
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
や
、
自

ら
の
労
働
を
売
る
と
と
も
に
、
　
「
妻
子
を
売
る
」
こ
と
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
父
権
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
妻
子
が
、
た
ん

な
る
商
品
や
生
産
用
具
と
た
る
こ
と
が
進
む
ほ
ど
、
家
族
制
度
や
そ
の
も
と
で
の
家
族
関
係
は
崩
壌
し
は
じ
め
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
は
妻
子
を
ふ
く
め
て
労
働
者
主
体
と
し
て
の
新
し
い
前
進
が
始
ま
る
。
古
い
家
族
制
度
を
解
体
さ
せ
た
大
工
業
は
、
　
「
家
事
の
領

域
の
彼
方
に
あ
る
杜
会
的
に
組
織
さ
れ
た
生
産
過
程
に
お
い
て
、
婦
人
、
男
女
の
若
い
者
と
児
童
に
決
定
的
な
役
割
を
割
当
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
家
族
と
両
性
関
係
と
の
ヨ
リ
高
度
な
形
態
の
た
め
の
新
し
い
経
済
的
基
礎
を
創
出
す
る
」
（
可
上
、
三
〇
七
頁
）
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
家
族
と
両
性
関
係
」
の
成
熟
と
と
も
に
、
労
働
者
主
体
の
成
熟
も
完
成
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
主
体
の
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

そ
れ
は
、
私
的
所
有
の
廃
棄
を
ま
た
ね
ば
た
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
機
械
の
発
達
と
工
場
制
度
の
発
展
に
お
い
て
、
国
家
に
よ
る
労



働
の
規
制
を
契
機
に
し
て
、
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
に
包
摂
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
に
ー
た
い
し
、
主
体
と
し
て
の
成
立
と
そ
の

成
熟
の
条
件
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
売
ら
れ
た
妻
子
も
、
自
ら
自
身
の
労
働
力
を
売
る
も
の
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
ま
た
、
労
働
の
法
的
規
制
に
よ
っ
て
、
資
本
の
支
配
を
あ
る
程
度
ま
で
隠
蔽
し
て
い
る
古
い
形
態
と
過
渡

的
形
態
を
破
壊
し
て
資
本
の
直
接
露
骨
な
支
配
を
も
っ
て
か
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
１
こ
の
支
配
に
た
い
す
る
闘
争
を
も
一
般
化
す
。
小
経

営
と
家
内
労
働
を
破
壌
し
、
過
剰
人
口
の
最
後
の
逃
避
場
を
破
壊
し
、
従
来
の
全
杜
会
の
　
「
安
全
弁
」
を
も
破
壌
す
る
こ
と
で
、

「
生
産
過
程
の
物
質
的
条
件
及
び
杜
会
的
結
合
と
共
に
、
そ
の
資
本
主
義
的
移
態
の
諸
矛
盾
及
び
敵
対
関
係
を
成
熟
さ
せ
、
し
た
が

っ
て
、
同
時
に
１
新
た
な
杜
会
の
形
成
要
素
と
古
い
杜
会
の
変
革
契
機
と
を
成
熟
さ
せ
る
」
（
同
上
、
三
二
七
頁
）
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
帰
人
労
働
及
び
児
童
労
働
の
制
限
が
、
成
年
男
子
労
働
者
に
よ
っ
て
資
本
か
ら
奪
取
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
一
産
業
部
門
に
お
げ
る

　
　
　
　
そ
の
法
的
制
隈
が
他
の
産
業
部
門
の
制
限
へ
と
波
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
区
別
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
（
３
）
　
「
共
産
党
宣
言
」
で
は
、
資
本
、
私
的
営
利
を
基
礎
に
し
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
家
族
の
崩
壌
、
両
親
が
子
供
を
搾
取
す
る
こ
と
の
廃
止
、

　
　
　
　
家
族
教
育
か
ら
杜
会
教
育
へ
の
移
行
、
生
産
用
具
に
す
ぎ
な
い
婦
人
の
地
位
の
廃
止
、
　
「
掃
人
共
有
」
の
廃
止
な
ど
、
労
働
者
主
体
に
か

　
　
　
　
か
わ
る
問
題
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
労
働
者
主
体
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
す
べ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
お
よ
び
所
有
関
係
に
低

　
　
　
　
触
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
権
の
制
限
、
公
教
育
制
度
の
展
開
、
売
春
の
禁
止
た
ど
の
実
現
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
お
よ

　
　
　
　
び
所
有
関
係
の
廃
止
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
な
お
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
成
立
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
諸
制
度
を
制
約
す
る

　
　
　
　
か
ぎ
り
で
、
労
働
者
主
体
に
直
接
的
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
。

　
労
働
者
主
体
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
と
所
有
関
係
の
も
と
で
、
こ
れ
ら
の
関
係
に
よ
っ
て
生
ず
る
結
果
に
対
抗
す
る
と
こ
ろ
で

成
立
す
る
と
す
れ
ぼ
、
労
働
者
主
体
の
成
熟
は
、
労
働
権
に
た
い
す
る
具
体
的
な
保
障
の
た
め
の
法
・
制
度
の
も
と
で
の
み
秤
量
さ

れ
う
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
労
働
者
主
体
の
成
立
と
そ
の
成
熟
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
権
利
主
体
と
し
て
の
成
立
と
成
熟
と
し

て
と
ら
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
権
の
権
利
主
体
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
と
い
う
の
は
、
　
「
非
資
本
そ
の
も
の

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
（
六
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
（
六
八
四
）

と
し
て
措
定
さ
れ
た
労
働
」
の
二
重
性
の
鋭
定
が
、
交
換
関
係
の
仮
象
に
お
い
て
の
み
人
間
と
し
て
の
類
的
存
在
た
り
う
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
の
内
容
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
主
体
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
的
「
人
問
学
」
の
否
定
の
上
に
の
み
、
い
い
か
え
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
に

お
い
て
経
済
的
関
係
で
は
資
本
の
専
制
が
支
配
す
る
こ
と
を
見
る
こ
と
こ
そ
、
迂
遠
の
よ
う
だ
が
結
局
は
主
体
と
し
て
の
把
握
が
科

学
的
に
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
を
前
提
す
る
と
き
、
労
働
者
主
体
が
成
立
す
る
場
所
は
、
労
働
権
が

法
・
制
度
的
に
承
認
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
労
働
者
主
体
は
、
ブ
ル
ー
ジ
ヨ
ァ
杜
会
に
お
け
る
現
実
過

程
で
は
常
に
権
利
主
体
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
階
級
を
媒
介
に
し
て
の
み
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
個
々
人
の
主
体
が
成

立
す
る
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
権
利
主
体
と
し
て
の
プ
回
レ
タ
リ
ァ
は
、
機
械
装
置
と
大
工
業
の
発
達
に
よ
っ

て
「
労
働
の
均
等
化
ま
た
は
水
平
化
の
傾
向
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
三
分
冊
、
一
八
九
頁
）
が
現
わ
れ
、
　
「
年
齢
及
び
性
の
自
然
的
差

異
」
（
同
上
、
一
八
九
頁
）
が
主
要
な
差
異
で
あ
る
よ
う
匁
存
在
と
し
て
主
体
と
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
さ
て
、
権
利
主
体
と
し
て
把
握
さ
れ
た
労
働
者
主
体
を
、
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
う
「
法
に
ー
お
げ
る
人
問
」
と
し
て
、
さ
ら
に

い
え
ば
労
働
法
的
人
間
像
と
し
て
と
ら
え
る
と
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
法
的
人
間
像
は
、
　
「
市
民
杜
会
」
に

お
い
て
、
商
品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
主
義
的
取
得
法
則
へ
の
転
回
が
行
な
わ
れ
る
杜
会
関
係
の
も
と
で
成
立
す
る
仮
象
で
あ
る
。
．

そ
れ
ゆ
え
、
民
法
的
人
問
像
が
、
無
制
限
な
自
由
を
基
礎
と
す
る
孤
立
的
個
体
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
法
的
人
問
観
に
も

っ
と
も
典
型
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
法
的
人
間
像
が
表
白
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
民
法
的
人
問
観
は
、
労
働
．
杜
会

政
策
立
法
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
労
働
法
は
、
民
法
の
抽
象
的
人
問
把
握
に
対
し
て
、
人
問
の
観
念
を
事
実
上
存

在
す
る
現
実
性
に
適
応
さ
せ
、
か
か
る
人
問
に
対
し
て
こ
の
現
実
性
を
基
礎
と
し
た
新
た
な
生
活
秩
序
を
導
入
す
る
」
（
前
掲
『
労
働



法
の
基
礎
理
論
』
、
九
頁
）
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
民
法
的
人
問
像
と
労
働
法
的
人
問
像
の
対
抗
こ
そ
が
、
労
働
・
杜
会
政
策
立
法

が
階
級
闘
争
の
経
過
の
中
で
の
み
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
政
治
的
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
民
法
的
人
問
像
と
労
働
法
的
人
問
像

は
、
一
面
で
前
者
の
後
者
に
よ
る
変
革
の
過
程
な
い
し
対
立
の
関
係
と
し
て
、
他
面
で
労
働
法
的
人
問
像
に
お
げ
る
民
法
的
人
問
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

の
具
体
化
な
い
し
拡
大
発
展
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
労
働
法
的
人
問
像
に
お
い
て
、
類
的
存
在
へ
の
完

成
の
道
程
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
法
的
人
間
像
に
お
い
て
、
Ｇ
．
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い

う
が
ご
と
く
、
そ
の
杜
会
の
法
秩
序
の
意
思
を
権
利
の
形
で
、
と
き
に
は
義
務
の
形
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
自
身
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

人
間
の
な
か
に
存
在
す
る
衝
動
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
４
）
　
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
、
桑
田
三
郎
１
１
常
盤
忠
允
訳
「
法
に
お
け
る
人
問
」
（
『
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
』
第
五
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
　
　
一
九
六
二
年
、
所
収
）
参
照
。

　
　
（
５
）
前
掲
『
労
働
法
の
基
礎
理
論
』
、
ニ
ハ
ー
七
頁
参
照
。

　
　
（
６
）
　
前
掲
「
法
に
１
お
け
る
人
間
」
、
四
－
五
頁
参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
人
間
は
抽
象
的
人
間
で
あ
る
。

　
労
働
法
的
人
問
像
に
示
さ
れ
る
労
働
者
主
体
は
、
　
「
階
級
的
連
帯
意
識
と
階
級
的
従
属
性
を
契
機
と
す
る
人
問
像
」
（
前
掲
『
労
働

法
の
基
礎
理
論
』
、
二
七
頁
）
、
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
「
集
合
人
（
ぎ
忌
軍
迂
昌
ｏ
易
９
）
」
（
前
掲
「
法
に
お
け
る
人
問
」
、
一
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

と
し
て
階
級
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
労
働
者
主
体
が
階
級
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
杜
会
の
法
的
秩
序
が
こ
の
労
働
者

主
体
に
た
い
し
表
示
す
る
意
思
と
し
て
の
権
利
あ
る
い
は
義
務
は
、
法
・
制
度
の
総
体
と
し
て
統
一
性
に
，
お
い
て
示
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
組
成
の
も
と
で
成
立
す
る
労
資
関
係
も
、
こ
の
労
資
関
係
を
組
成
す
る
法
・
制
度
の
総
体
と
し
て
の
統

一
性
の
も
と
で
、
．
法
秩
序
自
身
の
意
思
を
権
利
あ
る
い
は
義
務
と
し
て
示
す
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
・
ウ
ェ
ツ
ブ
ら
が
い
う
「
産
業
民
主
制

（
－
邑
易
巨
巴
ま
昌
◎
Ｏ
轟
２
）
」
も
、
そ
こ
に
組
成
さ
れ
た
労
資
関
係
と
し
て
は
、
法
秩
序
自
身
の
意
思
と
し
て
表
白
さ
れ
た
「
人
問
」

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
（
六
八
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

め
衝
動
に
ほ
か
た
ら
な
い
。

五
二
（
六
八
六
）

（
７
）
　
労
働
者
階
級
を
即
自
的
、
対
自
的
と
二
重
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
（
村
串
仁
三
郎
『
賃
労
働
理
論
の
根
本
間
題
』
、
時
潮
杜
、
一
九
七

　
　
五
年
、
第
一
章
参
照
）
と
き
に
、
そ
の
正
否
を
判
断
す
る
に
は
、
労
働
者
階
級
の
即
自
的
把
握
の
内
容
が
要
件
を
な
し
て
い
る
。
　
「
労
働

　
　
者
階
級
を
生
産
関
係
の
面
か
ら
即
自
的
に
と
ら
え
た
」
内
容
が
、
　
「
経
済
的
諸
条
件
が
ま
ず
第
一
に
国
民
大
衆
を
労
働
者
に
転
化
さ
せ
た

　
　
の
で
あ
っ
た
。
資
本
の
支
配
が
、
こ
の
大
衆
の
た
め
に
、
共
通
の
一
地
位
、
共
通
の
諸
利
害
関
係
を
つ
く
り
だ
し
た
。
か
く
し
て
こ
の
大

　
　
衆
は
資
本
に
た
い
し
て
は
す
で
に
一
個
の
階
級
で
あ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
同
上
、
二
〇
１
一
頁
参
照
）
、
即
自
的
な

　
　
も
の
か
ら
対
自
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
論
理
が
、
　
「
大
産
業
が
た
が
い
に
一
面
識
も
な
い
多
数
の
人
問
を
一
ヶ
所
に
よ
せ
あ
つ
め
る
。

　
　
競
争
が
、
彼
ら
の
利
害
関
係
を
ま
ち
ま
ち
に
す
る
。
し
か
し
、
賃
金
の
維
持
が
、
主
人
た
ち
に
対
抗
し
て
彼
ら
が
も
っ
こ
の
共
通
利
害
関

　
　
係
が
、
反
抗
と
い
う
同
一
の
考
え
で
、
彼
ら
を
結
合
さ
せ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
）
と
い
う
だ
け
で
あ
る
な
ら
（
同
上
、
…
二
頁
参
照
）
、
即
自

　
　
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
内
容
に
、
以
後
の
論
理
的
発
展
の
契
機
が
本
当
に
あ
る
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
ば
、
結
局
は
、
即
自

　
　
的
、
対
自
的
と
い
う
概
念
に
っ
い
て
ま
ず
は
共
通
の
認
識
が
必
要
と
さ
え
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
労
働
者
階
級

　
　
の
即
自
的
階
級
の
対
自
的
階
級
へ
の
発
展
に
っ
い
て
、
杜
会
構
成
と
関
連
し
て
さ
ら
に
立
ち
い
ヶ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
市
民
杜
会
」
の
一
成
員
で
あ
る
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
階
級
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
、

「
市
民
杜
会
」
の
経
済
学
的
分
析
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
済
学
と
し
て
の
分
析
は
、
資
本
と
労
働
（
力
）
と
の
関
係
、

そ
の
交
換
関
係
の
分
析
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
交
換
関
係
の
分
析
に
お
い
て
、
資
本
と
労
働
（
力
）
と
の
交
換
過

程
を
分
析
し
、
労
働
の
領
有
法
則
の
転
回
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
絶
対

的
剰
余
価
値
概
念
を
解
明
す
る
こ
と
で
労
働
日
を
め
ぐ
る
資
本
家
と
労
働
者
の
闘
争
の
必
然
性
を
、
相
対
的
剰
余
価
値
概
念
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
と
労
働
者
の
競
争
を
、
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
資
本
主
義
的
生
産
手
段
の
特
定
の
形
態
へ
の
労
働
者

の
飯
逆
と
、
や
が
て
そ
の
物
的
生
産
手
段
の
杜
会
的
利
用
形
態
へ
の
飯
逆
へ
の
転
化
と
が
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
労
働
目



を
め
ぐ
る
闘
争
、
物
的
生
産
手
段
の
資
本
家
的
利
用
彫
態
へ
の
飯
逆
は
、
直
接
に
は
労
働
日
の
延
長
や
機
械
と
の
競
争
の
結
果
と
し

て
生
じ
る
労
働
者
の
窮
迫
が
契
機
と
な
る
。
窮
迫
が
闘
争
や
叛
逝
の
契
機
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
労
働
者
の
闘
争
や
叛
逆
に
よ
っ
て

労
働
権
が
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
で
権
利
と
し
て
法
認
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
常
に
法
的
秩
序
の
意
思
た
る
こ
と
の
範
囲
を
踏
み
こ
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
標
準
労
働
日
の
制
定
、
帰
人
・
児
童
労
働
の
保
護
の
国
家
に
ょ
る
承
認
は
、
労
働
日
に
た
い
す
る
主
張
が
資

本
家
と
労
働
者
の
双
方
に
と
っ
て
商
品
交
換
の
権
利
に
も
と
づ
く
こ
と
、
し
た
が
っ
て
双
方
の
権
利
の
衝
突
に
た
い
す
る
調
整
と
し

て
、
ま
た
、
婦
人
と
児
童
の
労
働
の
規
制
が
、
機
械
と
大
工
業
が
資
本
主
義
的
生
産
の
独
自
の
生
産
様
式
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
に

も
と
づ
い
て
、
し
た
が
っ
て
古
い
家
族
制
度
と
家
族
関
豚
を
破
壊
し
、
資
本
の
搾
取
材
料
を
そ
の
独
白
の
生
産
様
式
に
照
応
す
る
形

で
増
加
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
権
利
は
、
法
認
さ
れ
た
権
利
と
し
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
法
秩
序

の
意
思
を
踏
み
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
杜
会
的
生
産
の
発
展
は
、
労
働
に
１
つ
い
て
も
そ
の
杜
会
化
を
深
め
さ
せ
る
。
生
産
と
い
う
概
念
は
、
労
働
の
杜
会
化

を
媒
介
に
し
て
拡
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
交
換
関
係
の
も
と
で
生
産
概
念
の
拡
張
は
現
実
化
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
他
方
で
、

生
産
概
念
は
資
本
に
と
っ
て
狭
く
な
り
、
剰
余
価
値
を
生
む
こ
と
が
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
概
念
の
内
容
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、

資
本
の
増
殖
に
役
立
っ
労
働
者
だ
け
が
生
産
的
な
労
働
老
で
あ
る
。
こ
の
生
産
的
労
働
者
の
概
念
は
、
　
「
単
に
活
動
と
効
果
と
の
関

係
、
労
働
者
と
労
働
生
産
物
と
の
関
係
を
包
含
す
る
の
み
で
は
な
く
、
労
働
者
を
資
本
の
直
接
的
価
値
増
植
手
段
と
な
す
と
こ
ろ
の
、

一
の
特
殊
杜
会
的
な
、
歴
史
的
に
成
立
し
た
生
産
関
係
を
も
包
含
す
る
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
三
分
冊
、
…
二
七
頁
）
ゆ
え
、
生
産
的

労
働
者
で
あ
る
こ
と
自
体
が
不
幸
と
な
る
。
労
働
老
が
そ
の
労
働
力
の
価
値
の
等
価
だ
げ
を
生
産
し
た
点
を
こ
え
て
労
働
日
を
延
長

し
、
そ
こ
に
生
じ
た
剰
余
労
働
の
資
本
に
よ
る
領
有
（
１
！
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
）
こ
そ
、
資
本
主
義
体
制
の
一
般
的
基
礎
で
あ
り
、

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
（
六
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
（
六
八
八
）

相
対
的
剰
余
価
値
生
産
の
出
発
点
を
な
す
。
　
「
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
は
、
労
働
目
の
長
さ
の
み
を
軸
と
し
て
廻
転
す
る
。
相
対

的
剰
余
価
値
の
生
産
は
、
労
働
の
技
術
的
過
程
及
び
杜
会
的
人
員
配
列
を
徹
底
的
に
。
変
革
す
る
」
（
同
上
、
三
一
二
七
頁
）
。
こ
の
剰
余

価
値
の
資
本
に
よ
る
領
有
過
程
に
お
い
て
、
絶
対
的
剰
余
価
値
生
産
で
は
資
本
へ
の
労
働
の
形
式
的
従
属
が
、
相
対
的
剰
余
価
値
生

産
で
は
実
質
的
従
属
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
、
絶
対
的
剰
余
価
値
と
相
対
的
剰
余
価
値
の
区
別
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
確
立

し
一
般
的
生
産
様
式
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
無
差
別
の
外
観
と
は
異
な
っ
て
、
剰
余
価
値
率
を
高
め
る
こ
と
が
間
題
と
な
る
か
ぎ
り

た
だ
ち
に
感
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
ま
、
労
働
力
の
価
値
ど
お
り
の
支
払
を
前
提
に
す
れ
ほ
、
労
働
の
生
産
力
と
標
準
強
度
を

所
与
と
す
れ
ば
労
働
目
の
絶
対
的
延
長
に
よ
っ
て
、
他
方
、
労
働
日
の
限
界
の
も
と
で
は
労
働
目
の
構
成
部
分
で
あ
る
必
要
労
働
と

剰
余
労
働
と
の
相
対
的
な
量
的
変
動
で
、
そ
れ
ゆ
え
労
働
の
生
産
性
ま
た
は
強
度
の
変
動
を
前
提
し
て
剰
余
価
値
率
は
高
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
労
働
力
の
価
格
と
剰
余
価
値
と
の
量
的
関
係
が
問
題
に
な
り
、
こ
の
関
係
の
も
と
で
労
働
賃
金
は
成
立
し
な
が
ら
、

生
き
た
労
働
で
は
な
く
、
労
働
力
の
価
値
な
い
し
価
格
の
転
化
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
労
働
賃
金
形
態
で
、
搾
取
は
隠

蔽
さ
れ
、
表
面
で
は
商
品
交
換
の
法
則
は
貫
ぬ
か
れ
る
。
商
品
交
換
の
法
則
が
貫
ぬ
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
交
換
の
法
則
か

ら
派
生
す
る
所
有
権
を
基
礎
に
し
て
展
開
す
る
近
代
法
体
系
の
も
と
で
、
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
を
ふ
く
め
た
秩
序
が
成
立
す

　
　
　
　
　
（
８
）

る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
８
）
　
労
働
が
商
品
と
し
て
市
場
で
売
ら
れ
る
た
め
に
は
、
売
ら
れ
る
前
に
そ
れ
は
存
在
し
て
い
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
だ
が
、
も
し
労
働
者

　
　
　
　
が
労
働
に
独
立
の
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
売
る
の
は
労
働
で
は
な
く
商
品
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
矛
盾

　
　
　
　
を
別
に
し
て
も
、
貨
幣
と
生
き
た
労
働
が
交
換
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
ま
さ
に
資
本
主
義
的
生
産
の
基
礎
の
上
で
初
め
て
自
由
に
発
展
す

　
　
　
　
る
価
値
法
則
を
廃
止
す
る
か
、
或
い
は
、
ま
さ
に
賃
労
働
の
上
に
立
つ
資
本
主
義
的
生
産
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
」
　
（
前
掲
『
資
本
論
』

　
　
　
　
第
三
分
冊
、
三
八
一
頁
）
も
の
で
あ
ら
ね
ほ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
力
概
念
を
媒
介
に
し
て
の
み
問
題
は
と
か
れ
う
る
。



三
　
国
家
と
労
働
老
階
級

　
「
市
民
杜
会
」
の
概
念
は
、
『
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
論
」
（
一
八
四
三
年
）
か
ら
『
共
産
党
宣
一
一
一
一
目
』
（
一
八
四
八
年
）
に
い
た
る
マ

ル
ク
ス
の
一
連
の
著
作
の
中
で
深
化
さ
苫
も
こ
の
「
物
質
的
な
生
活
諸
関
係
一
§
茎
誓
・
ず
肇
撃
、
一
、
冒
、
星
一
の
「
総

体
一
雪
昌
毒
一
一
と
・
て
の
「
市
民
杜
会
一
が
経
済
学
に
よ
つ
て
分
析
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
経
済
学
と
し
て
の
分
析
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
、
法
律
諸
関
係
に
よ
る
秩
序
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
捨
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
経
済
関
係
と
国
家
と
は
、
生
産
移
態
が

い
ず
れ
も
そ
れ
自
身
の
法
律
諾
関
係
、
統
治
彫
態
な
ど
を
生
み
だ
す
こ
と
の
な
か
に
、
そ
の
両
者
の
有
機
的
関
係
を
も
っ
も
の
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
　
一
－
一
藤
野
渉
氏
の
要
約
に
し
た
が
え
ぱ
、
そ
の
内
容
は
、
「
Ｈ
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
段
階
上
に
存
在
す
る
生
産
諸
力
に
よ
つ
て
条
件
づ

　
　
　
　
け
ら
れ
た
・
ま
た
こ
の
生
産
諸
力
を
条
件
づ
け
も
す
る
交
通
形
態
、
諸
個
人
の
物
質
的
交
通
全
体
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
ほ
ん
と
う

　
　
　
　
の
か
わ
▲
で
あ
り
現
場
で
あ
り
・
い
つ
の
時
代
に
も
国
家
お
よ
び
観
念
論
的
上
部
構
造
の
土
台
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ｏ
エ
ゴ
イ

　
　
　
　
ズ
ム
の
領
域
・
類
的
存
在
者
と
し
て
で
は
た
く
私
的
人
問
と
し
て
の
個
人
た
ち
の
杜
会
、
人
間
と
共
同
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
モ
ナ
ド
的
エ

　
　
　
　
ゴ
イ
ス
ト
的
人
問
の
杜
会
・
で
あ
り
・
嘗
フ
ラ
ソ
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ソ
以
後
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
に
代
表
さ
れ

　
　
　
　
る
・
階
級
杜
会
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
で
あ
る
」
（
「
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
市
民
杜
会
の
概
念
」
、
　
雑
誌
『
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
　
　
七
六
年
四
月
号
所
収
、
七
九
頁
）
。

　
　
一
２
一
マ
ル
ク
ス
が
い
う
に
は
・
「
生
産
と
は
す
べ
て
、
あ
る
一
定
の
杜
会
彬
態
の
内
部
で
、
ま
た
そ
の
媒
介
に
よ
つ
て
、
個
人
の
側
か
ら
す

　
　
　
　
る
自
然
の
領
有
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
、
所
有
（
領
有
）
が
生
産
の
一
条
件
だ
と
い
う
の
は
、
同
義
反
復
で
あ
る
。
ま
た
、
司
法
．
警
察
な

　
　
　
　
ど
に
１
よ
る
そ
の
所
有
の
保
護
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
彩
態
と
法
律
諸
関
係
と
を
「
偶
然
的
な
形
で
相
互
に
関
係
さ
せ
、
た
だ
の
反
射
関

　
　
　
　
連
一
し
か
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
産
が
う
ま
く
い
く
の
は
、
司
法
・
警
察
な
ど
に
よ
る
保
護
で
窪
く
、
経
済
的
「
強
者
の
権
利

　
　
　
　
（
寄
ｏ
巨
）
」
に
ょ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
生
産
の
あ
る
一
点
の
段
階
に
照
応
す
る
杜
会
状
態
が
は
じ
め
て
発
生
す
る
ぱ
あ
い
、
ま
た
は
そ
れ

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
六
八
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
（
六
九
〇
）

が
す
で
に
減
び
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
」
に
、
そ
の
程
度
と
影
響
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
お
の
ず
か
ら
生
産
の
掻
乱
が
生
じ
る
の
で
あ
か
（
前

掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
１
、
九
－
一
〇
頁
参
照
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
秩
序
は
経
済
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
　
「
ひ
と
た
び
成
立
し
た
経
済
関
係
は
・
法
的
関
係

に
よ
っ
て
秩
序
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
健
全
た
発
展
が
望
め
な
い
」
（
前
掲
『
賃
労
働
理
論
の
根
本
問
題
』
・
一
五
一
－
二
頁
）
と

い
う
と
き
、
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
「
労
資
の
矛
盾
」
に
よ
っ
て
、
　
「
労
働
力
の
商
品
の
合
法
則
的
な
展
開
も
法
秩
序
に
よ
っ
て
保
障
す
る

必
要
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
な
ら
ぱ
、
　
「
商
品
の
合
法
則
的
な
展
開
」
と
は
「
か
卦
か
商
品
交
換
」
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
く
、
経
済
学

と
し
て
は
そ
こ
か
ら
は
何
も
の
も
結
論
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
当
初
の
前
提
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
前
提
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
国

家
は
捨
象
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
に
よ
る
「
市
民
杜
会
」
の
「
政
治
杜
会
」
す
な
わ
ち
国
家
の
形
式
的
分
離

こ
そ
、
経
済
学
的
分
析
の
た
め
の
前
提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
が
成
立
す
る
と
、
旧
来
の
政
治
的
特
権
は
廃
止
さ
れ
、
政
治
的
諸
権
利
の
平
等
が
確
立
す
る
・
こ
こ
に
お
い
て
・

所
有
者
あ
る
い
は
非
所
有
者
の
姿
態
か
ら
分
離
さ
れ
た
「
公
異
（
Ｏ
ぎ
｝
９
）
」
と
い
う
姿
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
す
な
わ
ち
・

「
非
政
治
的
な
区
別
」
（
Ｋ
．
マ
ル
ク
ス
「
ユ
ダ
ヤ
人
間
題
の
た
め
に
」
、
『
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
論
』
国
民
文
庫
版
・
二
八
ん
頁
）
を
無
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
、
人
民
の
一
人
一
人
を
「
人
民
主
権
の
均
等
の
分
隈
者
」
（
同
上
、
二
八
八
頁
）
と
公
言
し
、
現
実
の
人
民
的
生
活
の
特
殊
な
諾
要

素
を
前
提
し
そ
れ
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
み
、
国
家
は
普
遍
性
と
し
て
已
れ
を
制
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
・
政
治
的
国
家

が
真
に
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
「
政
治
的
共
同
体
」
に
お
け
る
生
活
と
「
市
民
杜
会
」
に
お
げ
る
生
活
の
二
重
の
生
活
を

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、

し
と
な
む
こ
と
に
た
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
公
人
と
私
人
へ
の
人
間
の
分
裂
」
（
同
上
、
二
九
二
頁
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
分
裂
に

お
い
て
、
「
政
治
的
国
家
」
と
「
市
民
杜
会
」
の
形
式
的
分
離
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
政
治
的
国
家
」
が
、
政
治
的
国
家
と
し
て
市
民
杜
会
か
ら
分
立
す
る
時
代
、
　
「
人
間
的
自
己
解
放
が
政
治
的
自
己
解
放
の
形
式

を
採
一
て
完
蒼
向
っ
て
い
る
時
代
に
は
、
国
家
纂
蓉
露
に
ま
で
、
宗
教
の
絶
滅
に
ま
で
、
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
し
・



ま
た
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
そ
こ
ま
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
が
私
的
所
有
の
廃
止
に
ま
で
、
最
高
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

格
に
ま
で
、
さ
ら
に
ー
い
う
な
れ
ぼ
生
活
の
廃
棄
に
１
ま
で
、
ギ
ロ
チ
ソ
に
ま
で
、
い
く
よ
う
た
こ
と
で
し
か
な
い
。
特
別
な
自
負
の
瞬

間
瞬
問
に
お
い
て
は
政
治
的
生
活
は
そ
の
前
提
で
あ
る
市
民
杜
会
と
そ
の
諸
要
素
を
圧
し
潰
し
て
、
己
れ
を
人
問
の
現
実
的
な
、
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

盾
の
な
い
類
生
活
と
し
て
定
立
し
ょ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
そ
れ
が
そ
う
で
き
る
の
は
唯
、
そ
れ
白
身
の
生
活
諸
条
件
の
強
引
な
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

認
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
革
命
を
永
続
的
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
的
ド
ラ
マ
は
あ

た
か
も
戦
争
が
平
和
で
も
っ
て
終
る
の
と
同
様
に
１
必
然
的
に
、
宗
教
の
、
私
的
所
有
の
、
市
民
杜
会
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
、
復
活
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

も
っ
て
終
る
」
（
同
上
、
二
九
二
－
三
頁
）
の
で
あ
る
。
「
公
人
と
私
人
へ
の
人
間
の
分
裂
」
は
、
こ
の
よ
う
な
恵
味
で
、
政
治
的
解
放

の
完
了
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
、
私
的
所
有
の
、
市
民
杜
会
の
諾
要
素
の
揚
棄
で
も
な
け
れ
ぼ
、
揚
棄
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な

一
氾し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
（
３
）
　
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
完
成
さ
れ
た
国
家
が
国
家
の
普
遍
的
本
質
の
う
ち
に
存
す
る
欠
陥
の
ゆ
え
に
宗
教
を
そ
の
諸
前
提
の
一
っ
と
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
か
、
そ
れ
と
も
「
未
完
成
の
因
家
が
そ
の
特
殊
な
在
り
方
の
う
ち
に
存
す
る
欠
陥
の
ゆ
え
に
、
欠
陥
の
あ
る
国
家
と
し
て
、
宗
教
を
そ
の

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
土
台
と
宣
言
す
る
」
か
に
大
き
な
差
異
を
お
き
、
後
の
場
合
に
は
宗
教
は
「
不
完
全
な
政
治
」
と
な
り
、
前
の
場
合
に
は
「
完
成
さ
れ
た

　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
政
治
の
不
完
全
さ
そ
の
も
の
が
宗
教
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
い
う
（
前
掲
「
ユ
グ
ヤ
人
問
題
の
た
め
に
」
、
二
九
四
頁
）
。
戦
前
の
天

　
　
　
　
皇
制
国
家
の
理
解
に
と
っ
て
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
は
、
一
つ
の
重
要
な
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
所
有
者
と
非
所
有
者
と
の
矛
盾
は
、
い
ま
や
、
　
「
政
治
的
国
家
」
と
「
市
民
杜
会
」
の
形
式
的
分
離
の
も
と
で
、

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

国
家
生
活
上
「
現
実
的
権
力
を
も
っ
者
と
形
式
的
諾
権
利
だ
げ
を
享
受
す
る
者
の
矛
盾
」
（
ル
チ
ァ
ー
ノ
・
グ
ル
ッ
ピ
、
宮
川
中
民
Ｈ
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

藤
紘
毅
訳
『
マ
ル
ク
ス
主
義
国
－
家
論
』
上
、
現
代
の
理
論
杜
、
一
九
七
一
年
、
一
二
七
頁
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
　
「
市
民
杜
会
」
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
公
人
と
私
人
へ
の
人
問
の
分
裂
」
は
、
国
家
権
力
と
権
利
と
の
対
抗
と
し
て
具
体
化
し
、
近
代
法
の
体
系
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
五
七
（
六
九
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
（
六
九
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
の
と
し
て
の
対
抗
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
公
人
と
私
人
へ
の
人
間
の
分
裂
」
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
い
て
、
　
「
公
民

、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

の
権
利
（
穿
Ｏ
豪
旨
Ｏ
ぎ
く
彗
）
」
と
、
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
人
間
の
権
利
（
宇
◎
豪
ま
－
、
ぎ
昌
昌
０
）
」
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
成
員
、

「
ニ
ゴ
イ
ス
ト
的
人
問
、
人
間
か
ら
ま
た
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
、
の
権
利
」
と
の
分
裂
・
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

近
代
法
の
体
系
は
、
こ
の
分
裂
し
対
立
す
る
権
利
を
反
映
し
て
体
系
を
移
成
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ば
あ
い
、
　
「
市
民
杜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

会
」
の
成
員
で
あ
る
よ
う
な
人
問
は
、
「
非
政
治
的
人
間
」
と
し
て
必
然
的
に
「
自
然
的
人
間
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
げ
だ
し
、

自
覚
的
な
活
動
は
政
治
的
行
為
へ
集
中
す
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
、
エ
ゴ
ィ
ス
ト
的
人
間
は
解
体
し
た
杜
会
の
受
動
的
な
、
自
然

的
な
対
象
と
た
り
、
政
治
的
革
命
は
市
民
的
生
活
を
そ
の
構
成
部
分
へ
解
体
し
た
が
、
こ
れ
ら
構
成
部
分
そ
の
も
の
を
変
革
し
て
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

判
に
付
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的
革
命
の
「
市
民
杜
会
」
に
た
い
す
る
関
係
は
、
　
「
あ
た
か
も
そ
れ
の
存
立
の
基

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

礎
に
た
い
す
る
ご
と
き
関
係
、
何
か
そ
れ
以
上
に
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
前
提
に
た
い
す
る
ご
と
き
関
係
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
自
然
的
土
台
に
た
い
す
る
ご
と
き
関
係
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
成
員
で
あ
る
よ
う
た
人
問
こ
そ
本
来
的
人
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

で
あ
り
、
政
治
的
人
問
は
っ
く
り
も
の
の
、
し
か
し
精
神
的
意
味
で
の
人
格
と
し
て
人
問
と
な
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
解
放
は
人

間
界
を
、
世
の
中
の
あ
り
方
を
人
問
そ
の
も
の
へ
引
き
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。
人
問
的
解
放
が
成
就
す
る
の
は
、
　
「
現
実
的
な
個
体

的
人
問
が
抽
象
的
な
公
民
を
己
れ
が
う
ち
へ
取
り
戻
し
、
個
体
的
人
間
と
し
て
彼
の
経
験
的
生
活
の
な
か
で
、
彼
の
個
人
的
労
働
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
か
で
、
彼
の
個
人
的
境
遇
の
な
か
で
類
的
存
在
者
」
と
な
り
、
「
人
間
が
彼
の
、
『
固
有
の
力
』
（
｛
◎
昌
易
肩
◎
肩
易
）
を
杜
会
的
な
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
み
と
め
て
こ
れ
を
組
織
し
、
し
た
が
っ
て
杜
会
的
な
力
を
も
は
や
政
治
的
な
力
の
姿
に
お
い
て
已
れ
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

い
と
き
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
問
的
解
放
が
、
労
働
者
の
人
間
的
解
放
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
う
る
と
い
う
こ

と
こ
そ
、
労
働
権
を
間
題
に
し
労
働
者
主
体
を
論
究
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
い
て
、
労
働
権
を
主
張
す



る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
的
た
力
の
姿
に
お
い
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
政
治
的
な
力
の
姿
に
，
お
い
て
主
張
さ
れ

る
労
働
権
は
、
そ
の
姿
に
お
い
て
近
代
法
の
体
系
を
制
約
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
労
働
権
に
た
い
し
て
こ
れ
を
法
的
に
制
約
す
る

こ
と
に
も
た
る
。
こ
の
相
互
の
制
約
の
関
係
こ
そ
が
、
労
働
法
制
上
の
杜
会
的
論
点
を
つ
く
り
だ
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
　
（
４
）
　
前
掲
「
ユ
ダ
ヤ
人
間
題
の
た
め
に
」
、
三
一
一
－
二
頁
参
照
。

　
　
（
５
）
　
同
、
三
二
二
頁
参
照
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
公
人
と
私
人
へ
の
人
問
の
分
裂
」
の
揚
棄
が
、
政
治
と
経
済
の
形
式
的
分
離
の
揚
棄
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
杜
会
構
成
体
（
鶉
－

。
・
¢
豪
・
麦
豪
｝
冒
昌
き
旨
）
」
の
場
に
、
間
題
は
移
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
て
人
問
の
分
裂
」
は
、
「
市
民
杜
会
」
の
敵
対
的
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
も
と
づ
き
、
こ
の
敵
対
的
構
造
が
二
定
の
生
産
様
式
に
固
有
の
経
済
的
基
礎
に
内
在
す
る
」
（
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
ー
ー
ユ
チ
エ

ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
、
権
寧
１
１
神
戸
仁
彦
訳
『
資
本
論
を
読
む
』
、
合
同
出
版
、
一
九
七
四
年
、
二
九
三
頁
）
も
の
だ
と
す
れ
ぼ
、
生
産
様
式
の

分
析
か
ら
始
め
ね
ぼ
な
ら
た
い
。
こ
の
生
産
様
式
の
分
析
で
、
経
済
的
構
造
と
「
杜
会
構
成
体
」
と
の
問
の
一
っ
の
関
係
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

に
さ
れ
う
る
し
、
対
立
、
闘
争
の
場
と
し
て
の
「
杜
会
構
成
体
」
が
把
握
さ
れ
う
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
、
生
産
様
式
を
ど
の
よ
う
に
論

究
す
る
か
が
、
　
「
杜
会
構
成
体
」
論
を
構
成
す
る
う
え
で
き
め
手
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
労
働
か
ら
始
め
、
私
的
所

有
の
成
立
と
労
働
の
領
有
法
則
の
転
回
を
論
究
し
て
き
た
。

　
　
（
６
）
　
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
理
解
す
る
に
当
っ
て
、
Ｏ
り
労
働
者
（
労
働
力
）
。
閉
生
産
手
段
。
ゆ
剰
余
労
働
を
領
有

　
　
　
　
す
る
非
労
働
者
の
諾
要
素
の
、
所
有
と
現
実
的
領
有
の
二
っ
の
関
係
に
お
い
て
一
っ
の
結
合
と
な
る
と
い
う
理
解
を
示
し
、
　
「
す
べ
て
の

　
　
　
　
生
産
様
式
の
構
造
に
付
属
し
て
い
る
二
つ
の
関
係
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
れ
ら
の
要
素
の
結
合
に
－
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
様
式
を
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
構
成
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
杜
会
構
造
の
す
べ
て
の
水
準
が
、
「
そ
れ
自
体
、
複
雑
で
種
別
的
た
諾
結
合
（
く
撃
匡
邑
§
。
・
９
）

　
　
　
　
の
形
態
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
は
「
生
産
の
杜
会
的
関
係
と
同
じ
く
、
当
事
者
の
主
体
問
の
関
係
の
姿
で
は
な
く
、
考
察
さ
れ
た

　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
六
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
六
九
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
　
　
過
程
の
諸
機
能
に
従
属
す
る
特
殊
な
杜
会
諸
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
で
厳
密
に
政
治
的
杜
会
関
係
ま
た
は
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
杜

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
会
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
前
掲
『
資
本
論
を
読
む
』
、
「
時
代
区
分
か
ら
生
産
様
式
へ
」
参
照
）
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
公
人
と
私
人
へ
の
人
問
の
分
裂
」
は
、
近
代
法
の
体
系
に
お
げ
る
近
代
的
公
法
と
近
代
的
私
法
と
の
構
成
と
し
て
反
映
す
る
。

こ
の
公
法
と
私
法
と
の
関
係
は
、
　
「
近
代
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
関
係
に
照
応
」
（
川
島
武
宣
『
所
有
権
法
の
理
論
』
、
岩
波
書
店
、
一
九

四
九
年
、
四
〇
頁
）
す
る
も
の
で
、
「
市
民
杜
会
」
は
近
代
国
家
の
権
カ
と
本
質
的
に
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
　
「
公
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

と
私
法
と
の
分
裂
と
対
立
は
、
資
本
制
杜
会
に
お
げ
る
全
杜
会
関
係
の
起
点
と
し
て
の
所
有
権
の
私
的
性
質
と
自
由
（
個
別
的
存
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

段
階
に
お
け
る
構
造
）
お
よ
び
そ
の
発
展
と
し
て
の
強
制
と
必
然
性
（
総
体
的
存
在
の
段
階
に
お
け
る
構
造
）
と
の
分
裂
と
対
立
と
に
照
応

す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
は
対
立
す
る
と
と
も
に
対
立
し
て
い
な
い
」
（
同
上
、
四
〇
頁
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル

ジ
ヨ
ア
杜
会
の
「
政
治
的
国
家
」
が
、
　
「
市
民
杜
会
」
の
敵
対
的
構
造
に
観
定
さ
仇
、
国
家
の
階
級
的
性
格
が
露
呈
し
て
く
る
と
、

国
家
と
市
民
と
の
関
係
は
、
主
体
的
な
権
利
と
義
務
の
関
係
と
し
て
、
杜
会
諸
階
級
の
権
利
と
義
務
の
関
係
の
内
に
具
体
的
に
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
主
体
と
し
て
の
労
働
者
主
体
は
、
自
か
ら
に
お
げ
る
権
利
と
義
務
と
の
関
係
の
う
ち
に
、

国
家
と
労
働
者
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
た
る
。
他
方
で
、
法
的
主
体
と
し
て
の
労
働
者
は
、
近
代
法
の
体
系
の
も
と
で
、
杜
会
的

結
合
か
ら
解
体
さ
れ
た
個
人
と
し
て
の
み
権
利
あ
る
い
は
義
務
主
体
と
な
り
う
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
、
こ
の
権
利
が
集
団
の
も
の

と
し
て
主
張
さ
れ
る
と
き
に
、
　
「
現
実
的
な
個
体
的
人
問
が
抽
象
的
な
公
民
を
已
れ
が
う
ち
へ
取
り
戻
し
」
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
主
張
は
政
治
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
権
利
は
階
級
の
権
利
と
し
て
は
所
有
権
か
ら
く
る
制
約
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
制
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

こ
そ
、
今
目
労
働
関
係
に
つ
い
て
労
働
法
制
上
お
こ
る
問
題
の
遠
因
と
も
た
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
い
て
、
こ
の

「
人
問
の
分
裂
」
に
根
ざ
す
民
主
主
義
の
制
約
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
　
「
市
民
杜
会
」
レ
ベ
ル
で
の
疎
外
を
、
具
体
的
に



は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
分
析
か
ら
は
じ
め
て
、
墨
レ
ベ
ル
の
疎
外
ま
で
の
解
明
を
必
要
と
す
る
。
疎
外
の
問
題
は
、
「
私
的

所
有
の
本
質
を
あ
ば
き
・
差
襲
対
立
、
搾
取
、
人
問
に
た
い
す
る
杜
会
的
諸
関
係
の
支
配
な
ど
の
歴
史
的
必
然
性
と
一
時
的
性

格
を
あ
ぼ
き
だ
す
一
一
オ
ィ
ゼ
ル
三
服
部
文
甲
大
谷
孝
雄
訳
一
一
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
．
哲
学
手
稿
一
一
、
菓
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一

二
頁
）
こ
と
に
役
立
っ
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
　
「
杜
会
構
成
体
」
論
に
と
つ
て
、
今
目
の
理
論
水

準
か
ら
す
れ
ぼ
、
な
お
、
一
定
の
重
要
性
を
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
一
７
一
川
島
武
宣
氏
は
・
「
近
代
的
所
有
の
笛
的
形
態
・
構
造
の
う
ち
に
、
資
本
制
杜
会
の
経
済
的
杜
会
的
構
造
が
反
映
し
て
い
る
一
と
し
、

　
　
　
　
商
品
と
交
換
の
論
理
か
ら
・
私
的
所
有
権
・
契
約
・
人
格
と
い
う
三
っ
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の

　
　
　
　
基
本
的
ヵ
テ
ゴ
リ
と
よ
一
て
・
商
品
交
換
の
規
範
関
係
姦
成
し
、
こ
れ
を
全
法
鑑
体
系
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
転
回
さ
せ
て
近

　
　
　
　
代
法
体
系
を
把
握
さ
れ
る
・
こ
の
ば
あ
い
の
竃
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
成
立
は
、
一
資
本
論
一
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
「
呪
物
性
一
の
間
題
で
あ

　
　
　
　
り
・
領
有
法
則
の
転
回
に
っ
い
て
厳
密
な
理
解
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
で
た
け
れ
ば
、
法
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
成
立
は
説
か
れ
え
な

　
　
　
　
い
だ
ろ
う
。

　
　
一
８
一
労
働
基
本
権
と
市
民
的
権
利
↑
自
山
一
と
の
関
碧
ど
、
こ
の
問
題
は
、
結
局
は
労
資
関
係
の
法
制
的
枠
組
乏
っ
い
て
論
究
す
る

　
　
　
　
上
で
必
要
た
論
理
を
な
す
。

　
こ
こ
で
は
・
疎
外
の
経
済
学
的
内
容
を
、
そ
れ
が
政
治
的
・
精
神
的
に
ー
現
わ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
れ
ぱ
よ
い
。
そ
こ
で
、
資

本
と
労
働
一
力
一
の
関
係
は
・
私
的
所
有
の
発
展
の
最
高
段
階
を
示
す
と
こ
ろ
の
資
本
に
よ
喜
働
の
支
配
の
解
明
の
た
め
に
、
資

本
と
労
働
一
力
一
の
交
換
と
し
て
分
析
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
資
本
の
成
立
が
前
提
さ
れ
、
剰
余
価
値
生
産
と
賃
金

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
は
・
労
ポ
領
有
法
則
の
転
回
は
、
資
本
と
労
働
一
力
一
の
交
換
関
係
を
分
析
す
れ
ぱ
足
り
る
か
ら
で
あ

る
二
父
換
関
係
自
体
は
法
的
関
係
と
し
て
、
そ
の
分
析
ガ
ら
は
何
ん
の
結
論
も
引
き
だ
差
い
。
し
か
し
、
資
本
と
労
働
一
力
一
と

の
交
換
で
は
・
「
所
有
権
は
二
方
で
猛
人
の
労
働
を
領
有
す
る
権
利
に
転
回
し
、
他
方
で
は
自
己
の
労
働
の
生
産
物
と
自
己
の

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
六
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
五
巻
．
第
五
・
六
合
併
号
一
　
　
　
　
　
　
六
二
一
六
九
六
一

労
働
自
身
と
を
、
他
人
に
属
す
る
価
値
と
し
て
侵
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
転
回
す
る
一
一
前
掲
一
経
済
学
批
判
要
綱
一
皿
・
三
九
三
頁
一

の
で
あ
る
。
所
有
権
と
い
う
こ
と
で
法
的
に
云
い
表
わ
さ
れ
て
い
た
本
源
的
李
続
と
し
て
の
等
価
交
換
は
二
転
し
て
一
方
で
は

た
だ
仮
象
上
の
交
換
で
あ
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
所
有
権
は
、
本
源
的
に
は
自
已
の
労
働
の
う
え
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て

現
わ
れ
て
い
た
の
に
、
い
ま
や
「
所
有
は
、
他
人
の
労
働
に
た
い
す
る
権
利
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
し
て
労
働
が
自
己
の
生
産
物
を
わ

が
も
の
と
す
る
こ
と
の
不
可
能
と
し
て
現
れ
る
」
（
同
上
、
三
九
三
頁
）
。
所
有
と
労
働
、
い
な
む
し
ろ
富
と
労
働
と
の
完
全
な
分
離

が
生
じ
る
こ
￥
な
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
募
禦
基
礎
に
な
る
や
、
商
品
生
産
の
所
有
法
則
は
資
本
主
義
的
取
得
の
法
則
に
変
転

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
回
の
過
程
を
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
法
的
カ
テ
ゴ
ギ
と
し
て
の
権
利
や
義
務
を
真
に
科
学
的

に
確
定
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
（
９
）
　
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
部
、
第
七
篇
、
第
二
二
章
、
第
一
節
参
照
。

　
ま
た
、
資
本
と
労
働
（
力
）
と
の
交
換
は
、
生
き
た
労
働
と
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
の
交
換
で
あ
っ
て
・
杜
会
的
労
働
を
資
本
と

賃
労
働
と
の
対
立
彬
態
で
措
定
す
る
こ
と
は
、
　
「
怖
衡
跡
降
と
価
値
に
立
脚
す
る
生
産
の
最
後
の
発
展
」
（
前
掲
『
経
済
学
批
判
要
綱
』

皿
、
六
五
三
頁
）
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
の
前
提
は
、
直
接
的
労
働
時
間
の
分
量
、
充
用
さ
れ
た
労
働
の
量
な
の
だ
が
・
機

械
と
大
工
業
の
発
展
に
よ
つ
て
、
現
実
的
富
の
創
造
は
、
労
働
時
問
と
充
用
さ
れ
た
労
働
の
量
吉
も
労
働
時
問
中
に
動
員
さ
れ
る

諸
作
用
因
の
カ
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
生
産
に
お
け
る
生
き
た
労
働
の
、
し
た
が
一
て
労
働
者
の
役
割
の
変
化
・
い
い
か
え
れ

ば
労
働
者
自
身
の
一
般
的
生
産
力
の
領
有
が
生
産
と
富
と
の
主
柱
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
・
他
人
の
労
働
の
窃
盗

が
富
の
基
礎
に
な
つ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
て
、
は
る
か
に
大
き
な
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
・
「
直
接
的
形
態
で
の
労
働
が

富
の
偉
大
な
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
え
ば
、
労
働
時
間
は
富
の
尺
度
で
あ
る
こ
と
を
や
め
・
差
や
め
ざ
る
を
え
な
い
一



（
同
上
、
六
五
四
頁
）
よ
う
に
な
る
。

　
っ
ぎ
に
、
資
本
と
労
働
（
力
）
の
関
係
は
、
こ
の
関
係
の
再
生
産
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程

は
資
本
の
蓄
積
過
程
と
し
て
分
析
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
「
敵
対
的
性
格
」
が
、
本
源
的
な
手
続
き
と
し
て
の

等
価
交
換
の
否
定
的
結
果
を
証
明
し
た
こ
と
に
ー
よ
っ
て
、
そ
の
等
価
交
換
の
法
的
表
現
で
あ
る
所
有
権
へ
の
制
肘
を
生
み
だ
す
。
し

か
し
、
こ
の
制
肘
は
、
近
代
法
の
体
系
を
形
成
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
体
系
の
う
ち
に
「
市
民
杜
会
」
の
内
部
の
対
立
を
全
面
的
に
１

解
決
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
限
界
は
、
　
「
政
治
的
国
家
」
の
危
機
を
媒
介
に
し
て
や
が
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
民
主
主
義
そ

の
も
の
の
限
界
を
露
呈
す
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
の
限
界
が
露
呈
す
る
と
き
、
政
治
的
過
程
と
し
て
は
っ
ま
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

ろ
労
働
者
階
級
に
よ
る
権
力
の
奪
取
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
丁
ト
を
支
肥
階
級
に
高
め
る
こ
と
、

民
主
主
義
を
た
た
か
い
と
る
こ
と
」
（
前
掲
『
共
産
党
宣
言
』
、
五
四
頁
）
に
ほ
か
た
ら
な
い
。

　
　
（
１
０
）
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
い
て
は
、
国
家
は
そ
れ
自
体
が
呪
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
市
民
杜
会
」
の
経
済
学
的
解
剖
を
通
し
て
、
国
家

　
　
　
　
に
お
け
る
疎
外
を
な
く
す
主
体
と
疎
外
の
物
質
的
根
拠
を
解
明
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
私
的
所
有
に
お
け
る
呪
物
性
を
暴
露

　
　
　
　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
の
批
判
・
超
克
の
道
筋
が
把
握
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
、
疎
外
範
晴
を
も
ち
だ
す
こ
と
は
、
「
『
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
家
批
判
』
に
お
け
る
『
疎
外
』
範
爵
は
、
人
間
一
般
の
抽
象
的
『
疎
外
』
一
般
で
は
な
く
、
な
に
。
よ
り
も
特
殊
な
階
級
の
『
疎
外
』
と
そ

　
　
　
　
の
根
拠
を
な
す
私
的
所
有
と
い
う
本
質
的
契
機
か
ら
規
定
さ
れ
る
」
（
景
山
目
出
弥
『
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
、
青
木
書
店
、
一
九
七
三

　
　
　
　
年
、
九
八
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

　
「
市
民
杜
会
に
お
げ
る
敵
対
関
係
の
公
式
の
要
約
ｎ
公
的
表
現
ｕ
」
（
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
『
哲
学
の
貧
困
』
、
『
マ
ル
．
エ
ソ
全
集
』
第
４
巻
、

一
八
九
頁
）
と
し
て
の
政
治
権
力
は
、
　
こ
の
政
治
権
力
に
お
い
て
、
諾
階
級
の
政
治
的
解
放
の
、
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
人
問
的
解

放
の
現
実
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
「
人
問
の
分
裂
」
の
揚
棄
の
過
程
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
に
お
げ
る
「
政
治
的
国
家
」

　
　
　
　
現
代
杜
会
政
策
論
の
視
座
と
対
象
（
三
好
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
（
六
九
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
（
六
九
八
）

　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

の
国
家
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
造
を
媒
介
に
し
た
政
治
権
力
の
分
析
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。
っ
ま
り
、
政
治
権
力
を
、
そ
の
組
織
と
実

現
の
形
態
と
し
て
把
握
し
、
疎
外
範
曉
を
媒
介
に
、
ブ
ル
シ
ョ
ァ
民
主
主
義
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
い

ま
や
、
資
本
主
義
的
生
産
と
所
有
関
係
の
も
と
で
、
労
働
者
主
体
に
お
い
て
労
働
権
が
法
・
制
度
体
系
の
も
と
で
も
つ
権
利
と
義
務

の
関
係
の
う
ち
に
、
国
家
と
「
市
民
杜
会
」
の
対
立
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
完
全
解
放
が
、
何
よ
り
も
労
働
者
に
よ

る
政
治
権
力
の
奪
取
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
た
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
ｎ
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
ー
カ
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
、
藤
田
勇
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
ー
ー
レ
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
　
（
基
本
的
制
度

　
　
　
　
・
概
念
　
上
）
、
日
本
評
論
杜
、
一
九
七
三
年
、
第
六
章
参
照
。


